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(57)【要約】
患者の胸部上で手技を実施する方法は、撮像システムのパドルを用いて、患者の胸部を圧
迫するステップと、患者の胸部上で初期撮像手技を実施するステップとを含む。初期撮像
手技は、第１の画像を得るための第１のエネルギーと、第２の画像を得るための第２のエ
ネルギーとにおいて、Ｘ線源を用いて、胸部を撮像するステップを含む。合成画像が、第
１の画像および第２の画像から生成され、表示される。合成画像上の着目領域が、標的と
され、生検が、実施される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の胸部上で手技を実施する方法であって、
　撮像システムのパドルを用いて、前記患者の胸部を圧迫するステップと、
　前記患者の胸部上で初期撮像手技を実施するステップであって、前記初期撮像手技は、
第１の画像を得るための第１のエネルギーと、第２の画像を得るための第２のエネルギー
とにおいて、Ｘ線源を用いて、前記胸部を撮像することを含む、ステップと、
　前記第１の画像および前記第２の画像から、合成画像を生成するステップと、
　前記合成画像を表示するステップと、
　前記合成画像上の着目領域を標的にするステップと、
　標的場所上で生検を実施するステップと、
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記標的場所を画定するために、前記合成画像からの情報を使用する、請求項１に記載
の方法。
【請求項３】
　前記標的場所上で前記生検を実施するステップの後に、第３の画像を得るための第３の
エネルギーにおいて、前記Ｘ線源を用いて、前記胸部を撮像するステップをさらに含む、
前記請求項のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４】
　前記着目領域を標的にするステップは、
　前記第１の画像内で見える前記着目領域を識別することと、
　前記着目領域を、前記第２の画像内で見える参照物体と相関させることと、
　を含む、前記請求項のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　インジケータを、前記合成画像上の前記着目領域に近接して配置するステップをさらに
含む、前記請求項のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記着目領域の座標を記憶するステップをさらに含む、前記請求項のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項７】
　少なくとも部分的に、前記記憶された座標に基づいて、生検針を位置付けるステップを
さらに含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１のエネルギーにおいて撮像することに先立って、前記患者に、造影剤を、前記
造影剤が前記第１の画像内で見えるように、注入することをさらに含む、前記請求項のい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のエネルギーは、前記第２のエネルギーを上回る、前記請求項のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項１０】
　前記合成画像は、２Ｄ画像、３Ｄ画像、および合成２Ｄ画像のうちの少なくとも１つで
ある、前記請求項のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記合成画像は、複数のトモシンセシス画像を含む、前記請求項のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項１２】
　前記第１の画像および前記第２の画像を同時に表示するステップをさらに含む、前記請
求項のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
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　前記第１の画像および前記第２の画像のオーバーレイを表示するステップをさらに含む
、前記請求項のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　患者の胸部上で手技を実施する方法であって、
　撮像システムのパドルを用いて、前記患者の胸部を圧迫するステップと、
　第１の画像を得るための第１のエネルギーにおいて、Ｘ線源を用いて、前記胸部を撮像
するステップと、
　第２の画像を得るための第２のエネルギーにおいて、前記Ｘ線源を用いて、前記胸部を
撮像するステップと、
　前記第１の画像と前記第２の画像との間の、少なくとも１つの差異を識別するステップ
であって、前記差異は、着目領域に対応する、ステップと、
　前記着目領域上で生検を実施するステップと、
　を含む、方法。
【請求項１５】
　前記第１の画像および前記第２の画像から、合成画像を生成するステップと、
　前記合成画像を表示するステップと、
　前記合成画像上の前記着目領域を表示するステップと、
　をさらに含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１のエネルギーは、前記第２のエネルギーを上回る、請求項１４～１５のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第１のエネルギーにおいて前記胸部を撮像するステップに先立って、前記患者に、
造影剤を注入するステップをさらに含む、請求項１４～１６のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項１８】
　前記生検を実施するステップの後に、第３の画像を得るための第３のエネルギーにおい
て、前記Ｘ線源を用いて、前記胸部を撮像するステップをさらに含む、請求項１４～１７
のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第３の画像を表示するステップをさらに含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　患者の胸部上で手技を実施する方法であって、
　撮像システムのパドルを用いて、前記患者の胸部を圧迫するステップと、
　複数の画像を得るように、複数のＸ線エネルギーを、Ｘ線源から前記胸部に送達するス
テップと、
　前記複数の画像間の少なくとも１つの差異を識別するステップであって、前記差異は、
着目領域に対応する、ステップと、
　前記胸部の少なくとも１つの画像を表示するステップと、
　前記表示された画像上の前記着目領域を識別するステップと、
　前記着目領域上で生検を実施するステップと、
　を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２０１４年１０月２３日に、ＰＣＴ国際特許出願として出願されており、そし
て２０１３年１０月２４日に出願された米国仮特許出願第６１／８９４，９４７号に基づ
く優先権を主張しており、この仮特許出願の開示は、本明細書によってその全体が本明細
書中に参考として援用されている。
【背景技術】
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【０００２】
　（序論）
　マンモグラフィーは、乳癌スクリーニングおよび診断のために使用され得る、胸部撮像
の良好に確立された方法である。スクリーニングマンモグラムは、好ましくは、４０歳を
上回る人口の女性集団、または乳癌の遺伝的リスクを有する人のために、毎年得られる。
スクリーニングマンモグラム中に腫瘤または石灰化（「着目領域」）が識別される場合、
患者は、さらなる診断を要求し得る。そのような診断は、着目領域を生検するステップと
、切除組織を分析するステップとを伴ってもよい。本明細書に使用されるように、「着目
領域」という用語は、そのような腫瘤または石灰化を含有し得る、胸部内の腫瘤または石
灰化、または特定の面積もしくは標的を意味することができる。
【０００３】
　歴史的には、種々の撮像モダリティが、胸部生検の際に使用されている。撮像モダリテ
ィは、超音波撮像と、Ｘ線撮像と、磁気共鳴撮像とを含む。胸部生検を実施するステップ
は、典型的には、患者を位置付けるステップと、撮像機器を使用して着目領域を視覚化す
るステップと、領域の座標を標的にするステップと、標的にされた領域から細胞または組
織を回収するステップとを伴う。細胞または組織は、観血手術、穿刺吸引、コア針生検、
または減圧補助下生検を通したものを含む、種々の方法で回収されてもよい。最も侵襲的
な手技である、観血手術は、概して、放射線医が、着目領域の視覚化中に胸部中にワイヤ
を留置することによって実施され、ワイヤは、切除されるべき領域中に延在する。患者は
、次いで、手術に移送され、組織が、着目領域を特定するために、ワイヤを使用して回収
される。
【０００４】
　定位モードにおけるＸ線撮像が、概して、これが３次元ボリュームにおける領域を視覚
化および標的にするために望ましいため、胸部生検のために使用される。定位生検が、少
なくとも２つの面において撮影されたＸ線画像を使用して、ボリューム情報を得る。Ｘ線
画像は、次いで、標的領域の深さまたはＺ次元を判定するために、視差の原理を使用して
、３次元空間における標的着目領域を局所化するように処理される。
【０００５】
　３次元撮像を用いる胸部生検に対する種々のアプローチが、胸部トモシンセシスの使用
を含んでいる。そのようなアプローチの非限定的実施例は、米国特許出願公開第２００８
／００４５８３３号と、第２０１１／００８７１３２号と、第２０１２／０２３８８７０
号とを含み、それらの開示の全体が、本明細書に組み込まれる。３次元撮像が、概して、
ＰＣＴ公開第ＷＯ　２０１３／１２３０９１号において説明され、その開示の全体が、本
明細書に組み込まれる。トモシンセシスガイド生検は、生検手技中の標的にするステップ
および撮像するステップに対する簡略化されたアプローチを表すが、提示される第１の画
像は、典型的には、圧迫パドルまたは胸部トレイのいずれかに隣接する、組織内に再構成
されたスライスであり、したがって、着目病変は、必ずしも提示される第１の画像内に見
られ得ない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００８／００４５８３３号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２０１１／００８７１３２号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２０１２／０２３８８７０号明細書
【特許文献４】国際公開第２０１３／１２３０９１号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（要旨）
　したがって、必要とされるものは、従来型の定位生検のものと類似する、提示される第
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１の画像内で、確実に、正確に、かつ一貫して、好ましくは、病変を標的とし、提示する
画像ガイド生検アプローチである。
【０００８】
　本技術の側面によると、胸部内の着目病変または特徴を標的とし、生検するステップは
、合成されたマンモグラムをユーザに（例えば、事前検証、事後検証、または両方のため
に）提示することによって促進され、合成されたマンモグラムは、胸部の２Ｄおよび／ま
たは３Ｄ画像（例えば、投影および／または再構成されたトモシンセシス画像）から生成
され得る。生検ウィンドウが、ユーザに、着目病変または特徴が正しく標的とされている
かどうかを示すために、ユーザインターフェース内に随意に含まれる。着目病変または特
徴は、合成されたマンモグラム内で強調されるか、または特徴付けられることができる。
そのような事例では、ユーザは、随意に、ユーザインターフェース内の着目病変または特
徴を選択することができ、次いで、ユーザは、トモスタック内の関連するスライス（例え
ば、着目病変もしくは特徴を最良に提示するもの、または着目病変もしくは特徴を最良に
提示する、トモスタック内のスライスの真上もしくは真下にあるもの）に誘導されること
ができる。随意に、インジケーションが、着目病変または特徴が合成されたマンモグラム
内に提示されない場合、ユーザに提供されることができる。
【０００９】
　加えて、または代替として、本技術の側面によると、胸部内の着目病変または特徴を標
的とし、生検するステップは、撮像が２Ｄ、３Ｄ、または両方である、二重エネルギー撮
像と併せて、またはその代替として、造影剤を用いて促進される。造影画像、二重エネル
ギー画像、または高エネルギー画像は、次いで、着目病変または特徴の生検を標的とし、
開始するために、ユーザに提示される。ある実施形態では、取得された画像が（造影剤お
よび／または二重エネルギーとともに使用される）３Ｄ画像である場合、合成されたマン
モグラムが、ユーザに提示されることができる。
【００１０】
　別の側面では、本技術は、患者の胸部上で手技を実施する方法に関し、本方法は、撮像
システムのパドルを用いて、患者の胸部を圧迫するステップと、患者の胸部上で初期撮像
手技を実施するステップであって、初期撮像手技は、第１の画像を得るための第１のエネ
ルギーと、第２の画像を得るための第２のエネルギーとにおいて、Ｘ線源を用いて、胸部
を撮像するステップを含む、ステップと、第１の画像および第２の画像から、合成画像を
生成するステップと、合成画像を表示するステップと、合成画像上の着目領域を標的にす
るステップと、標的場所上で生検を実施するステップとを含む。ある実施形態では、本方
法は、標的場所を画定するために、合成画像からの情報を使用するステップを含む。別の
実施形態では、本方法はさらに、標的場所上で生検を実施した後、第３の画像を得るため
の第３のエネルギーにおいて、Ｘ線源を用いて、胸部を撮像するステップを含む。さらに
別の実施形態では、着目領域を標的にするための本方法は、第１の画像内で見えるである
着目領域を識別するステップと、着目領域を、第２の画像内で見える参照物体と相関させ
るステップとを含む。さらに別の実施形態では、本方法はさらに、インジケータを、合成
画像上の着目領域に近接して配置するステップを含む。
【００１１】
　上記の側面の別の実施形態では、本方法はさらに、着目領域の座標を記憶するステップ
を含む。ある実施形態では、本方法はさらに、少なくとも部分的に、記憶された座標に基
づいて、生検針を位置付けるステップを含む。別の実施形態では、本方法は、第１のエネ
ルギーにおいて撮像するステップに先立って、患者に、造影剤を、造影剤が第１の画像内
で見えるように、注入するステップを含む。さらに別の実施形態では、第１のエネルギー
は、第２のエネルギーを上回る。さらに別の実施形態では、合成画像は、２Ｄ画像、３Ｄ
画像、および合成２Ｄ画像のうちの少なくとも１つである。
【００１２】
　上記の側面の別の実施形態では、合成画像は、複数のトモシンセシス画像を含む。ある
実施形態では、本方法はさらに、第１の画像および第２の画像を同時に表示するステップ
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を含む。別の実施形態では、本方法はさらに、第１の画像および第２の画像のオーバーレ
イを表示するステップを含む。
【００１３】
　別の側面では、本技術は、患者の胸部上で手技を実施する方法に関し、本方法は、撮像
システムのパドルを用いて、患者の胸部を圧迫するステップと、第１の画像を得るための
第１のエネルギーにおいて、Ｘ線源を用いて、胸部を撮像するステップと、第２の画像を
得るための第２のエネルギーにおいて、Ｘ線源を用いて、胸部を撮像するステップと、第
１の画像と第２の画像との間の、少なくとも１つの差異を識別するステップであって、差
異は、着目領域に対応する、ステップと、着目領域上で生検を実施するステップとを含む
。ある実施形態では、本方法は、第１の画像および第２の画像から、合成画像を生成する
ステップと、合成画像を表示するステップと、合成画像上の着目領域を表示するステップ
とを含む。別の実施形態では、第１のエネルギーは、第２のエネルギーを上回る。さらに
別の実施形態では、本方法はさらに、第１のエネルギーにおいて胸部を撮像するステップ
に先立って、患者に、造影剤を注入するステップを含む。さらに別の実施形態では、本方
法はさらに、生検を実施した後、第３の画像を得るための第３のエネルギーにおいて、Ｘ
線源を用いて、胸部を撮像するステップを含む。さらに別の実施形態では、本方法はさら
に、第３の画像を表示するステップを含む。
【００１４】
　別の側面では、本技術は、患者の胸部上で手技を実施する方法に関し、本方法は、撮像
システムのパドルを用いて、患者の胸部を圧迫するステップと、複数の画像を得るように
、複数のＸ線エネルギーを、Ｘ線源から胸部に送達するステップと、複数の画像間の少な
くとも１つの差異を識別するステップであって、差異は、着目領域に対応する、ステップ
と、胸部の少なくとも１つの画像を表示するステップと、表示された画像上の着目領域を
識別するステップと、着目領域上で生検を実施するステップとを含む。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
　少なくとも一実施形態の種々の側面が、付随の図を参照して以下に説明され、これは、
縮尺通りに描かれることを意図されない。本図は、種々の側面および実施形態の例証およ
びさらなる理解を提供するために含まれ、本明細書内に組み込まれ、その一部を構成する
が、本技術の制限の定義として意図されない。本図では、種々の図において図示される、
各同一またはほぼ同一の構成要素は、同様の番号によって表される。明確化を目的として
、全構成要素が、以下の全図において標識化され得るわけではない。
【００１６】
【図１】図１は、患者の胸部のトモシンセシスおよび／またはマンモグラフィー（造影マ
ンモグラフィーを含む）画像を取得するために、組み合わせマンモグラフィー／トモシン
セシス取得システムおよび／またはトモシンセシス専用取得システムを含み、さらに、取
得された２Ｄおよび／または３Ｄソース画像からの最も関連するデータを、医療専門家へ
の表示のための単一の併合された２Ｄ画像中に取り込むことによって、２次元の合成され
た画像を提供するための本明細書に開示される技術の画像併合技術を実装する、１つまた
はそれを上回るプロセッサを含む、システムを通してのデータのフローを図示する、ブロ
ック図である。
【００１７】
【図２】図２は、併合（マージ）された画像および対応する併合（または「誘導」）マッ
プを生成するための、本明細書に開示される技術の画像併合技術を通しての、一連のトモ
シンセシススライスおよび合成された２Ｄマンモグラムのデータフローを図示する、略図
である。
【００１８】
【図３】図３は、表示かつ併合された画像の一実施形態を描写し、ある領域境界は、併合
画像作成中に動的に識別される。
【００１９】
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【図４】図４は、本明細書に開示される技術の一実施形態による、画像併合プロセス中に
実施される例示的ステップを図示する、流れ図である。
【００２０】
【図５】図５Ａおよび５Ｂは、併合された画像の表示の一実施形態と、ユーザによる、併
合された画像内の領域の選択に応答して、ソース画像の結果として生じる表示とを図示す
る。
【００２１】
【図６】図６は、本明細書に開示される技術の一実施形態による、合成２Ｄ画像内の着目
オブジェクトのユーザ選択に応答して、再構成されたトモシンセシス画像スライスを読み
出し、提示するための例示的プロセスを図示する、流れ図である。
【００２２】
【図７】図７は、本明細書に開示される技術の別の実施形態による、合成２Ｄ画像内の着
目オブジェクトのユーザ選択に応答して、再構成されたトモシンセシス画像スライスを読
み出し、提示するための別の例示的プロセスを図示する、流れ図である。
【００２３】
【図８】図８は、本明細書に開示される技術のさらに別の実施形態による、対応する再構
成されたトモシンセシス画像スタックに、合成２Ｄ画像の合成インデックスマップを構成
するためのプロセスを図示する、流れ図である。
【００２４】
【図９】図９は、強調表示が、強調された組織構造の境界線を表す、輪郭ラインの形態に
ある、強調された組織構造を含む、患者の胸部の合成２Ｄ画像を表示する左側モニタと、
強調された組織構造が、２Ｄ画像中に取り込まれた、または別様に強調された組織構造の
最良ビューを提供する、トモシンセシス画像を表示する右側モニタとを含む、例示的ユー
ザインターフェースを描写する。
【００２５】
【図１０】図１０は、左側モニタ内に強調された有棘腫瘤を含む、患者の胸部の合成２Ｄ
画像と、描写される有棘腫瘤が、２Ｄ画像中に取り込まれた、または別様に有棘腫瘤の最
良ビューを提供する、トモシンセシス画像を表示する右側モニタとを再度表示する、図９
のユーザインターフェースを描写する。
【００２６】
【図１１】図１１は、左側モニタ内に表示される同じ胸部画像を含むが、ここでは、微小
石灰化を含有する領域を強調し、右側モニタは、微小石灰化を含有する強調された領域が
、２Ｄ画像中に取り込まれたか、または別様に微小石灰化の最良ビューを提供する、トモ
シンセシス画像を表示する、図１０のユーザインターフェースを描写する。
【００２７】
【図１２】図１２は、本技術の標的および提示システムを使用して、生検の際に実施され
得る例示的ステップを図示する、流れ図である。
【００２８】
【図１３】図１３は、本技術の画像ガイド生検システムの制御装置のユーザインターフェ
ースの例示的図を図示する。
【００２９】
【図１４】図１４は、本技術の実施形態による、画像ガイド生検をサポートし、それと関
連付けられる機能モジュールおよび表示を含む、取得ワークステーションのユーザインタ
ーフェースの例示的図を図示する。
【００３０】
【図１５】図１５は、本技術の実施形態による、画像ガイド生検と関連付けられる取得ワ
ークステーションのユーザインターフェースの一部の例示的図を図示する。
【００３１】
【図１６】図１６は、本技術の実施形態による、システムの撮像モードの可能性として考
えられる組み合わせを図示する。
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【００３２】
【図１７】図１７は、２Ｄ画像のみを撮影するもの等、本技術の実施形態による、システ
ムの撮像モードの可能性として考えられる組み合わせを図示する。
【００３３】
【図１８】図１８は、３Ｄ画像のみを撮影するもの等、本技術の実施形態による、システ
ムの撮像モードの可能性として考えられる組み合わせを図示する。
【００３４】
【図１９】図１９は、患者の胸部上で手技を実施する方法を描写する。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　（詳細な説明）
　別様に留意されない限り、冠詞「ａ」、「ａｎ」、および「ｔｈｅ」は、「１つまたは
それを上回る」ことを意味する。
【００３６】
　Ｘ線マンモグラフィーおよびトモシンセシスのための既存の、および提案されるシステ
ムは、多くの利点を提供するが、画像ガイド胸部生検のために、マンモグラフィー／トモ
シンセシスをより有用にするためのさらなる改良の必要性が、依然として存在し、同じシ
ステムを動作の異なるモードにおいて使用し、それによって、取得および動作コストを減
少し、より大きな臨床価値および利便性を提供することを可能にすることが、特に望まし
いと考えられる。
【００３７】
　本明細書に説明されるものは、マルチモード胸部Ｘ線撮像のためのシステムおよび方法
の実施例を含む。単一システムが、標準マンモグラフィーと、診断マンモグラフィーと、
造影剤を用いた異なるＸ線エネルギー等における動的撮像と、トモシンセシス撮像と、単
一胸部圧迫中の組み合わせられた標準およびトモシンセシス撮像と、トモシンセシスガイ
ド生検と、合成されたマンモグラムによってガイドされる生検と、動的撮像によってガイ
ドされる生検と、システムに搭載される生検ステーションを用いる定位撮像とを含む、モ
ードにおいて胸部撮像を実行する。
【００３８】
　そのようなシステムの実施例では、Ｘ線撮像のために胸部を圧迫し、固定するための圧
迫アームアセンブリ、Ｘ線管アセンブリ、およびＸ線画像受容体が、異なる撮像プロトコ
ルおよびモードのために、相互に対して角度付けられることができる。それらは、必要に
応じて、独立して回転および同期されることができる、または適切な同期された回転のた
めに、機械的に結合されることができる。患者シールドが、随意に、患者の回転するＸ線
管アセンブリとの接触に対する機械的インターロックを提供するために、圧迫アームアセ
ンブリに搭載されることができる。モードのいくつかまたは全てにおいてＸ線受容体の撮
像面積を被覆し得るが、他のモードのために完全に撮像面積外に後退されるように構成さ
れ得る、散乱防止グリッドが、使用されることができる。
【００３９】
　付随の図において図示される、開示される技術の描写される実施形態を説明する際に、
具体的専門用語が、説明の明確化および容易化のために採用される。しかしながら、本特
許明細書の開示は、そのように選択される具体的専門用語に限定されることを意図せず、
各具体的要素は、同様に動作する全ての技術的均等物を含むことを理解されたい。さらに
、異なる例証的実施形態の種々の要素および／または特徴は、本開示の範囲および添付の
請求項内で可能である場合、相互に組み合わせる、および／または相互に代用され得るこ
とを理解されたい。
【００４０】
　以下の略語は、本特許明細書全体を通して、以下の定義を有するものとする。Ｍｐは、
胸部の２次元（２Ｄ）投影画像であって、フラットパネル検出器または別の撮像デバイス
によって取得されるようなデジタル画像と、表示および／または記憶または他の使用のた
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めにそれを準備するための従来の処理後の画像との両方を包含する、従来のマンモグラム
または造影増強マンモグラムを指す。Ｔｐは、同様に、２次元（２Ｄ）であるが、胸部と
撮像Ｘ線の原点（典型的には、Ｘ線管の焦点）との間の個別のトモシンセシス角度におい
て取得され、取得されたままの画像と、表示および／または記憶または他の使用のために
処理された後の画像データを包含する、画像を指す。Ｔｒは、例えば、米国特許出願公開
第２０１０／０１３５５５８号、米国特許第７，７６０，９２４号、第７，６０６，８０
１号、および第７，５７７，２８２号、ならびにＰＣＴ国際特許公開第２０１３／０７８
４７６号および第２０１３／１２３０９１号（それらの開示の全体が、参照することによ
って、本明細書に完全に組み込まれる）のうちの１つまたはそれを上回るものに説明され
る様式において、トモシンセシス投影画像Ｔｐから再構成される画像を指し、Ｔｒ画像は
、ＴｐまたはＭｐ画像を取得するために使用される角度においてのみではなく、任意の所
望の角度における、スライスの投影Ｘ線画像に現れるであろうような胸部のスライスを表
す。Ｍｓは、頭尾方向（ＣＣ）または内外斜位方向（ＭＬＯ）画像等のマンモグラフィー
画像をシミュレートし、トモシンセシス投影画像Ｔｐ、トモシンセシス再構成された画像
Ｔｒ、またはそれらの組み合わせを使用して構成される、合成２Ｄ画像を指す。Ｍｓ画像
を生成するために使用され得る方法の実施例は、前述の組み込まれた米国特許出願公開第
２０１０／０１３５５５８号、米国特許第７，７６０，９２４号、ならびにＰＣＴ国際特
許公開第２０１３／０７８４７６号および第２０１３／１２３０９１号に説明される。Ｉ
ＭＥＲＧＥは、患者の胸部のＭｐ、Ｍｓ、Ｔｐ、もしくはＴｒ画像のうちの任意の２つま
たはそれを上回るものからの１つまたはそれを上回るオブジェクトおよび／または領域を
、単一画像中に取り込むことによって構成される、２Ｄ画像を指し、オブジェクトまたは
領域が併合される画像中に取り込まれる画像は、そのオブジェクトまたは領域のためのソ
ース画像を備え、オブジェクトまたは領域は、それらの個別のソース画像内のオブジェク
トまたは領域のＸＹ座標場所に対応する、ＸＹ座標場所において併合される画像中に取り
込まれる。
【００４１】
　ＩＭＥＲＧＥ、Ｔｐ、Ｔｒ、Ｍｓ、およびＭｐという用語は、それぞれ、表示、さらな
る処理、または記憶のために、個別の画像を記述するために十分な何らかの形態における
情報を包含する。個別のＩＭＥＲＧＥ、Ｍｐ、Ｍｓ、Ｔｐ、およびＴｒ画像は、典型的に
は、表示に先立って、デジタル形態で提供され、各画像は、画素の２次元アレイにおいて
各画素の特性を識別する情報によって定義される。画素値は、典型的には、胸部内の対応
するボリュームのＸ線に対する個別の測定、推定、または計算された応答、すなわち、組
織のボクセルまたはカラムに関する。好ましい実施形態では、トモシンセシス画像（Ｔｒ
およびＴｐ）、マンモグラフィー画像（ＭｓおよびＭｐ）、および併合された画像ＩＭＥ
ＲＧＥの幾何学形状は、米国特許第７，７０２，１４２号（本開示の全体が、参照するこ
とによって本明細書に組み込まれる）に説明されるように、共通座標系に整合される。別
様に規定されない限り、そのような座標系整合は、本特許明細書の続く発明を実施するた
めの形態において説明される実施形態に関して実装されると仮定される。
【００４２】
　図１は、本明細書に開示される技術の併合された画像生成ならびに表示技術および特徴
を組み込む、例示的画像生成および表示システムにおけるデータのフローを図示する。図
１は、特定の連続した順序において、または並行して起こるあるプロセスを伴う流れ図の
特定の実施形態を図示するが、本明細書に開示される技術の種々の他の実施形態は、その
ように規定されない限り、任意の特定の順序における画像処理ステップの性能に限定され
ないことを理解されたい。
【００４３】
　より具体的には、画像生成および表示システムは、現在利用可能なシステムのいずれか
の個別の３次元および／またはトモシンセシス取得方法を使用して、患者の胸部のＴｐ画
像を生成するために、トモシンセシス画像データを取得する、画像取得システム１を含む
。取得システムが組み合わせられたトモシンセシス／マンモグラフィーシステムである場
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合、Ｍｐ画像もまた、生成されてもよい。いくつかの専用トモシンセシスシステムまたは
組み合わせられたトモシンセシス／マンモグラフィーシステムが、好ましくは、ＤＩＣＯ
Ｍ準拠画像アーカイブ通信システム（ＰＡＣＳ）記憶デバイスである、記憶デバイス２内
に、従来のマンモグラム画像（図１において、破線および凡例Ｍｐｌｅｇａｃｙによって
示される）を受信および記憶するように適合されてもよい。取得に続いて、トモシンセシ
ス投影画像Ｔｐもまた、（図１に示されるように）記憶デバイス２に伝送されてもよい。
【００４４】
　前述の組み込まれた特許および出願公開に開示されるように、Ｔｐ画像は、取得システ
ム１または記憶デバイス２のいずれかから、または両方から、選択された厚さおよび選択
された配向の胸部スライスを表す、再構成された画像「スラブ」ＴｒにＴｐ画像を再構成
する、再構成エンジン３として構成されるコンピュータシステムに伝送される。撮像およ
び表示システム１はさらに、１つまたはそれを上回るＴｐおよび／またはＴｒ画像の組み
合わせを使用して、任意の配向（例えば、ＣＣまたはＭＬＯ）において撮影されるマンモ
グラムをシミュレートする２Ｄ画像を生成するために、再構成エンジンと実質的に並行し
て動作する、２Ｄ合成装置を含む。合成２Ｄ画像は、（図１に示されるように）表示に先
立って動的に生成されてもよいか、または後の使用のために、記憶システム２内に記憶さ
れてもよい。合成２Ｄ画像は、Ｔ２ｄおよびＭＳとして交換可能に参照される。再構成エ
ンジン３および２Ｄ合成装置は、好ましくは、高速伝送リンクを介して表示システム５に
接続される。元々取得されたＭｐおよび／またはＴｐ画像もまた、医療専門家による個別
のＴｒおよび／またはＭｓ画像の同時またはトグル式閲覧のために、表示システム５に転
送されてもよい。
【００４５】
　モードフィルタ７ａ、７ｂが、画像取得と画像表示との間に配置される。フィルタ７ａ
および７ｂのそれぞれは、加えて、個別の画像タイプのある側面を識別および強調するよ
うに配列される、画像のタイプ（すなわち、Ｔｐ、Ｍｐ、Ｔｒ）毎にカスタマイズされる
フィルタを含んでもよい。本様式では、各撮像モードは、特定の目的のために、随意の方
法で同調または構成されることができる。同調または構成は、画像のタイプに基づいて、
自動的であってもよい、または手動入力によって、例えば、ディスプレイに結合されるユ
ーザインターフェースを通して定義されてもよい。図１の図示される実施形態では、フィ
ルタ７ａおよび７ｂは、個別の撮像モードにおいて最良に表示される画像の特定の特徴を
強調するために選択され、例えば、強調する腫瘤または石灰化に向かって適合され、また
は（以下に説明される）併合された画像を、３Ｄ再構成スライスまたは２Ｄマンモグラム
等の特定の画像タイプとして現すために選択される。
【００４６】
　開示される技術の一側面によると、および本明細書により詳細に説明されるように、シ
ステム１は、表示のための併合された２Ｄ画像ＩＭＥＲＧＥを提供するために、患者の胸
部の利用可能なソースおよび合成画像のセットから得られた、関連する画像データを併合
する、画像併合プロセッサ６を含む。併合された画像ＩＭＥＲＧＥを生成するために使用
される利用可能な画像のセットは、フィルタ処理された、および／またはフィルタ処理さ
れないＭｓ、Ｍｐ、Ｔｒ、および／またはＴｐ画像を含んでもよい。図１は、画像併合プ
ロセッサ６中に取り込まれている、全てのこれらのタイプの画像を描写するが、併合され
た画像は手動で構成可能であり得ることも、開示される技術の範囲内であることが想定さ
れる。例えば、ユーザインターフェースまたはプリセット構成は、ユーザが、表示のため
の合成２Ｄ画像ＩＭＥＲＧＥを生成するために、２つまたはそれを上回る画像もしくは画
像タイプの特定の群を選択することを可能にするように提供および構成されてもよい。
【００４７】
　例証として、放射線医等の医療専門家は、表示される合成２Ｄ画像内に、集合的トモシ
ンセシス画像内の最も容易に判別される構造を示す、併合された画像を提供するために、
２つまたはそれを上回る再構成されたトモシンセシススライス（またはスラブ）を併合す
ることを所望してもよく、これは、画素毎の粒度において、トモシンセシススライス（ま
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たはスラブ）を本質的にマッピングする。加えて、または代替として、放射線医は、胸部
内の石灰化と種々の組織構造との両方を強調する、カスタマイズかつ併合された画像を得
るために、ＭｐまたはＭｓを問わず、２Ｄマンモグラム画像を、３Ｄ投影または選択かつ
再構成された画像と組み合わせてもよい。画像のタイプ毎に適用されたフィルタはさらに
、個別のソース画像タイプにおいて、概して、最も一般的である、または最も容易に判別
される、併合された画像内の構造または特徴のタイプを強調することができる。したがっ
て、１つのタイプのフィルタは、石灰化を強調するためにマンモグラフィー画像に適用さ
れてもよい一方、異なるフィルタは、腫瘤を強調するためにトモシンセシススライスに適
用されてもよく、強調された石灰化と強調された組織腫瘤との両方が、単一の併合された
画像内に表示されることを可能にする。フィルタはまた、併合された画像に、望ましいル
ックアンドフィールを提供してもよく、すなわち、併合された画像を、よりトモシンセシ
スまたはマンモグラフィー画像のように現す。
【００４８】
　表示システム５は、（例えば、取得システム１の）標準取得ワークステーションまたは
取得システム１から物理的に遠隔にある、標準（マルチディスプレイ）レビューステーシ
ョンの一部であってもよい。いくつかの実施形態では、通信ネットワークを介して接続さ
れるディスプレイ、例えば、パーソナルコンピュータまたはいわゆるタブレット、スマー
トフォン、もしくは他の携帯デバイスのディスプレイが、使用されてもよい。いずれの場
合でも、本システムのディスプレイ５は、好ましくは、ＩＭＥＲＧＥ、Ｍｓ、Ｍｐ、およ
びＴｒ（および／またはＴｐ）を同時に、例えば、レビューワークステーションの別個の
並列モニタ内に表示することが可能であるが、本技術は、依然として、単一表示モニタを
用いて、画像間をトグルすることによって実装されてもよい。
【００４９】
　検出／診断プロセスを促進するために、Ｔｒスライスは、好ましくは、表示のために全
てが、胸部のＭｐまたはＭｓ画像のサイズと同じであり得る、同じサイズに再構成される
か、またはそれらは、最初に、取得の際に使用されるＸ線ビームのファン形状によって判
定されるサイズに再構成され、次いで、後で、適切な補間および／または外挿によってそ
の同じサイズに転換されることができる。本様式では、異なるタイプおよび異なるソース
からの画像は、望ましいサイズおよび分解能において表示されることができる。例えば、
画像は、（１）表示される画像のサイズが、撮像された胸部組織全体が可視であるように
最大限にされる、ビューポート適合モード、（２）スクリーン上の表示画素が、画像の画
素に対応する、真サイズモード、または（３）表示される画像のサイズが、これが同時に
表示されている別の画像のものと整合するように調節される、または表示される画像が、
トグルされる、もしくはトグルされることができる、適正サイズモードにおいて表示され
ることができる。
【００５０】
　例えば、同じ胸部の２つの画像が撮影され、同じサイズではない場合、または同じ分解
能を有さない場合、画像が同時に表示されると、またはユーザが画像間をトグルするにつ
れて、画像が同じサイズで現れるように、１つまたは両方の画像の倍率を自動的またはユ
ーザ選択的に拡大または縮小（すなわち、「ズームイン」または「ズームアウト」）する
ように提供されてもよい。公知の補間、外挿、および／または加重技法が、リサイズプロ
セスを遂行するために使用されることができ、公知の画像処理技術もまた、検出／診断を
促進するように、表示される画像の他の特徴を類似させるために使用されることができる
。開示される技術の一実施形態による、そのようなリサイズされた画像を閲覧するとき、
併合された画像ＩＭＥＲＧＥは、適宜自動的にリサイズされる。
【００５１】
　したがって、本特許明細書において、限定ではなく、例証を目的として説明される、シ
ステム１は、トモシンセシス投影画像Ｔｐ、トモシンセシス再構成画像Ｔｒ、合成された
マンモグラム画像Ｍｓ、および／またはマンモグラム（造影マンモグラムを含む）画像Ｍ
ｐ、またはこれらの画像タイプの任意の１つもしくは副組み合わせを、選択的に受信およ
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び表示することが可能である。システム１は、トモシンセシス画像Ｔｐを画像Ｔｒに転換
（すなわち、再構成）するためのソフトウェアと、マンモグラム画像Ｍｓを合成するため
のソフトウェアと、併合された画像の領域全体に対して、ソース画像セット内の全ての画
像間のその領域内で最も関連する特徴を表示する、併合された画像を提供するために、画
像のセットを併合するためのソフトウェアとを採用する。本特許明細書の目的として、ソ
ース画像内の着目オブジェクトまたは特徴は、集合的ソース画像への１つまたはそれを上
回るＣＡＤアルゴリズムの適用に基づいて、併合される画像内への包含のための「最も関
連する」特徴と見なされてもよく、ＣＡＤアルゴリズムは、個別の領域内または特徴間で
識別／検出された着目オブジェクトおよび特徴に基づいて、数値、加重、または閾値を個
別のソース画像の画素または領域に割り当て、または併合された画像がＣＡＤ支援を伴わ
ずに合成画像から直接生成される事例では、単純に、画素値、加重、または他の閾値が、
画像の画素または領域と関連付けられる。着目オブジェクトおよび特徴は、例えば、有棘
病変、石灰化、および同等物を含んでもよい。種々のシステムおよび方法が、Ｇｉｇｅｒ
　ｅｔ　ａｌ．「ＲａｄｉｏＧｒａｐｈｉｃｓ」Ｍａｙ　１９９３、ｐｐ．６４７－６５
６、Ｇｉｇｅｒ　ｅｔ　ａｌ．「Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ＳＰＩＥ」Ｖｏｌ．１
４４５（１９９１）、ｐｐ．１０１－１０３、米国特許第４，９０７，１５６号、第５，
１３３，０２０号、第５，３４３，３９０号、および第５，４９１，６２７号、（それぞ
れ、参照することによって本明細書に全体として組み込まれる）によって開示されるもの
等、Ｘ線画像内の異常のコンピュータ化検出にとって現在周知である。
【００５２】
　図２は、トモシンセシススライス１０Ａ－１０Ｎから成る、トモシンセシス再構成画像
データセットＴｒからの画像データと、この場合では、合成されたマンモグラムＭｓであ
る、マンモグラム２０からの画像データとの併合を画像的に図示する、略図である。説明
を容易にするために、フィルタは、本実施例では示されない。トモシンセシス画像データ
セットＴｒおよび合成されたマンモグラムＭｓは、（１）（前述されるように）１つまた
はそれを上回るＣＡＤアルゴリズムの適用に基づいて、併合された画像内への可能性とし
て考えられる包含のための「最も関連する」特徴と見なされ得るもののために、各画像内
の着目オブジェクトおよび特徴を識別し、（２）識別された特徴を含有する画像内の個別
の画素領域を識別し、（３）その後、領域ベースで領域上の画像を比較し、個別の領域毎
に最も望ましい表示データを伴うその画像を検索するために、領域比較および画像併合プ
ロセッサ６に自動転送され、これは、（すなわち、自動的に、または特定のユーザコマン
ドに基づくかを問わず）併合された画像が生成されるべき、ソース画像のそれぞれを評価
する。
【００５３】
　前述されるように、最も望ましい表示データを伴う画像は、最高画素値または最低画素
値を伴うか、または画像へのＣＡＤアルゴリズムの適用に基づいて、閾値もしくは加重を
割り当てられている画像であってもよい。その領域に対して最も望ましい表示データを伴
う画像が識別されると、その領域の画素は、併合された画像の対応する領域に、コピーさ
れるか、またはより高い加重を用いて追加される。例えば、図２に示されるように、画像
Ｍｓからの領域３６Ｍは、領域３６Ｉに書き込まれる。トモシンセシススライス１０Ａの
領域３５は、併合された画像の領域３５Ｉにコピーされる。図２の領域は、事前画定され
たグリッド領域として示されるが、これらの領域が本様式において事前画定されることは
、必要ではない。むしろ、開示される技術の一側面によると、領域の境界線は、画素また
は多画素粒度において比較を実施することによって、領域比較および画像生成プロセス中
に動的に識別されてもよい。例証として、図３は、例えば、個別のソース画像内の特定の
特徴の検出に従って識別され得る、恣意的な領域境界線において、異なるソース画像の多
数の領域の組み合わせを介して構成されている、併合された画像５０を図示する。
【００５４】
　図４は、開示される技術の一実施形態に従って実行される、画像併合プロセスにおいて
実施され得る、例示的ステップを図示するために提供される、流れ図である。ステップ６
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２において、画像データセットが、取得される。画像データセットは、画像表示デバイス
に対して近くまたは遠隔に位置するかを問わず、トモシンセシス取得システムまたは組み
合わせトモシンセシス／マンモグラフィーシステムによって、または記憶デバイスから既
存の画像データを読み出すことによって取得されてもよい。ステップ６４において、ユー
ザが、随意に、併合モードを選択してもよく、ユーザは、（１）併合された画像を生成す
るために、ソース画像セットのためにどの画像が使用されるべきか、（２）石灰化、有棘
病変、または腫瘤等、併合された画像内のある特徴を強調するかどうか、（３）より低い
分解能のトモシンセシス画像として画像を表示するかどうか等を指定してもよい。ステッ
プ６６において、併合された画像を生成するために併合されるべき画像は、例えば、前述
の組み込まれる米国特許第７，７０２，１４２号に説明されるように、共通座標系にマッ
ピングされる。異なる座標系の画像を整合する他の方法も、代替として使用されてもよい
。ステップ７２において、異なる画像間の領域を比較するプロセスが、開始される。ステ
ップ７４において、各ＩＭＥＲＧＥ領域に、最も望ましい画素、値、またはパターンを有
するソース画像セットからの画像の領域の画素が投入される。領域に投入するプロセスは
、ステップ７６において、全ての領域が評価されていると判定されるまで継続し、その点
において、併合された画像は、表示できる状態にある。
【００５５】
　いったん併合された画像が生成されると、これは、併合画像が生成されたトモシンセシ
ス画像データスタックを通して、ナビゲーションを補助するために使用されてもよい。そ
のようなナビゲーションは、種々の着目オブジェクトの選択と、併合された画像内のその
ような着目オブジェクトのソースである、対応するトモシンセシス画像の表示とから成る
、２ステッププロセスである。例として、図５Ａおよび図５Ｂは、表示８０の２つのビュ
ーを図示する。図５Ａに示される表示８０の第１のビューは、取得されたか、または合成
された画像セットの異なる領域によってソースとなる領域を有する、併合された画像８２
を図示する。図５Ｂは、本明細書に開示される技術によって実施可能となる特定の特徴を
図示し、それによって、ユーザは、併合された画像８２内で領域または面積８３を選択し
てもよく、その面積に対する結果として生じる画像ソース８４が、ユーザに提示される。
【００５６】
　本明細書に開示される技術は、着目オブジェクの選択と、対応する個別のソース画像の
対応する表示とのための、多くの異なる機構を想定するが、開示される技術は、本明細書
に説明されるものに限定されないことを理解されたい。例えば、併合された画像内の領域
または面積の選択は、ＣＡＤマークの選択、または代替として、精査者が着目する特定の
特徴の選択を含んでもよい。両方の事例では、最も関連するスライスがユーザに利用可能
にされるが、プロセスの背後にある機構は、異なる。１つのそのような好ましい機構が、
図２に図示される。併合された画像の領域が投入されると、併合（または「誘導」）マッ
プ４０もまた、構成される。併合マップは、併合された画像の領域毎に、領域のソースと
なる画像の識別子を記憶する。したがって、図２に示されるように、Ｍｓ識別子は、領域
３６内に記憶される一方、１０Ａ　ＴＲスライス識別子は、領域３５内に記憶される。本
明細書により詳細に説明されるであろうように、併合されたマップは、ユーザが選択した
着目領域またはオブジェクトに対して、個別のソース画像の高速閲覧を可能にするために
、併合された画像の表示中に使用されてもよい。
【００５７】
　ＣＡＤマークを使用した選択
【００５８】
　併合／誘導マップの使用に加えて、または代替として、併合された画像がＣＡＤオーバ
ーレイとともに提示される場合、ＣＡＤオーバーレイは、３Ｄデータから導出されたＣＡ
Ｄマークまたは（本システムが、２Ｄデータを得る能力を有する場合）２Ｄデータから導
出されたＣＡＤマークのいずれかを含んでもよい。３Ｄデータから導出されたＣＡＤマー
クは、概して、マークと関連付けられたデータオブジェクトの一部として、３Ｄマークの
生成に寄与する、１つまたはそれを上回るスライスの識別子を含む。併合された画像が３
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Ｄ　ＣＡＤデータとともにオーバーレイされると、ＣＡＤマークの選択は、マークに寄与
する一連のスライスの読み出しをもたらす。一実施形態では、中心画像スライスが、表示
され、代替実施形態では、最高加重を有する画像スライスが、表示され、なおもさらなる
代替実施形態では、最も視覚的ノイズが少ない画像スライス（すなわち、最もクリアな画
像）が、表示される。
【００５９】
　着目オブジェクトによる選択
【００６０】
　ＣＡＤマークによる選択の代替として、ＣＡＤマークまたは画像内の任意の異常もしく
は不規則性等の着目特徴を問わず、併合された画像上の任意のオブジェクトをユーザが選
択することを可能にするための機構が、提供される。一実施形態では、ユーザまたはシス
テムは、例えば、単一画素面積の場合、マウスクリックを使用して、領域を選択するか、
またはクリックおよびドラッグアクションを使用して、より大きい領域を選択してもよい
。代替として、ユーザは、種々または可変サイズのグラフィカルフレームの選択を提供さ
れてもよく、付加的なトモシンセシス画像スライスを閲覧することが望ましいとき、面積
を選択するために、併合された画像内でフレームを異なる場所に移動させる能力を有する
。そのような選択に応答して、初期表示のための特定の画像スライスは、種々の方法で選
択されてもよい。
【００６１】
　例えば、画像スライスは、選択される領域内のその関連付けられる画素の加重に基づい
て、選択され得る。または、選択されるか、または選択される画素もしくは領域付近の特
定の特徴が、選択される画像スライス内で最良に閲覧される、例えば、その領域の最もク
リアなビューを提供するため、特定の画像スライスが、選択されてもよい。したがって、
選択される画素または領域に最も関連する、特定の画像スライスの識別は、例えば、当業
者に公知である領域成長技法を使用して、選択されるオブジェクトを取り囲む画素情報を
利用してもよい。したがって、選択される画素または領域の近傍にある画素は、例えば、
限定ではないが、特定の加重を有するか、または特定のパターンにおいて配列されている
画素等を含め、画素がユーザによって確立されるある閾値を満たす特徴を有する場合、関
連するスライスに対する評価内に含まれる。
【００６２】
　代替として、画像スライスの群が、例えば、画像スライスの連続的順序において、選択
されてもよく、中心スライスまたは最も重く加重されたスライスは、最初に提示される。
前述されるように、代替として、最も少ないノイズを有する群内の画像スライス、すなわ
ち、最もクリアなスライスが、提供されてもよい。加えて、提示のための画像スライスの
選択はまた、望ましい視覚化モードを考慮してもよい。したがって、ユーザが規定した目
的が石灰化を視覚化することである場合、石灰化特徴を有する画像スライスが、より少な
い石灰化特徴を有する群内の別のスライスに先んじて提示されてもよい。
【００６３】
　本特許明細書において開示および説明されるシステムおよび方法は、従来の２Ｄマンモ
グラフィー画像と類似する、単一合成２Ｄ画像に縮小される、患者の３Ｄ胸部画像データ
を含有するトモシンセシス再構成ボリューム（または「スタック」）から利用可能にされ
る、画像情報を凝縮するように設計されることが理解され得る。この合成２Ｄ画像を、３
Ｄトモシンセシス再構成スタックと同時に精査することによって、患者の胸部組織のはる
かに効率的かつ正確な精査を提供することが可能となる。これは、合成２Ｄ併合画像が、
画像を精査する医療専門家が、さらなる精査に値する任意の着目オブジェクトまたは領域
を検出するために、合成２Ｄ画像に焦点を当て得るように、誘導マップとして作用するこ
とができ、本システムが、医療専門家が、このさらなる精査を実施し、知見を検証および
評価することを可能にするために、「最良に」対応するトモシンセシス画像スライス（ま
たは隣接するトモシンセシススライスのサブセット）に、即時かつ自動的なナビゲーショ
ンを提供できるためである。したがって、開示される技術の全ての実施形態を実践するた
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めに要求されるものではないが、医療専門家が、トモシンセシスボリューム画像スライス
と並んで個別の合成２Ｄ併合画像を、両方を同時に閲覧するために表示することができる
ユーザインターフェースを採用することが好ましい。
【００６４】
　図６は、本明細書に開示される技術の一実施形態による、ソフトウェアプログラムを使
用して実装され得る、併合された画像内の着目オブジェクトのユーザ選択に応答して、Ｔ
ｒ画像スライスを読み出し、提示するための一例示的プロセス１８０を図示する。プロセ
ス１８０は、ステップ１８２における併合された画像内の着目オブジェクトの選択に応答
して、動作する。ステップ１８４において、本プロセスは、選択されたオブジェクトが、
ＣＡＤマークまたは非ＣＡＤマーク着目特徴であるかを判定する。これがＣＡＤマークで
ある場合、ステップ１８５において、ＣＡＤマークに関連付けられるＴｒスライスが、読
み出される。ステップ１８９において、Ｔｒスライスのうちの１つが、スタック内のその
相対位置、スライスのボクセル値の相対加重、選択された視覚化モード等のうちの少なく
とも１つに基づいて、表示のために選択および提示される。ステップ１８４において、本
プロセスが、選択されたオブジェクトは非ＣＡＤマーク着目特徴であると判定する場合、
ステップ１８６において、選択された領域と関連付けられるソースＴｒ画像が、評価され
、特定のＴｒソースが、領域にマッピングする他のＴｒソースにおけるボクセル値と比較
されるときその相対ボクセル値に基づいて、表示のために選択される。選択された領域内
の画素値に寄与するＴｒソースは、３Ｄトモシンセシスボリューム内で間欠的に離間され
得ることに留意されたい。したがって、最も関連するＴｒソース画像が選択されると、こ
れは、単独で、または１つもしくはそれを上回る近傍Ｔｒスライス画像とともに画像のス
タックの一部として提示されてもよい。最も関連するＴｒソースは、提示される画像であ
ってもよいか、または代替として、最も関連する画像と関連付けられるスタック内の別の
画像が、例えば、その特定の画像がよりクリアな場合、最初に提示されてもよい。
【００６５】
　図７は、本明細書に開示される技術の別の実施形態による、３Ｄトモシンセシス画像ス
タック（「トモシンセシススタック」または「トモスタック」）をナビゲートするために
、合成２Ｄ画像を使用するためにソフトウェア実装され得る、別のプロセスを描写する。
開始または起動９０において、本プロセスは、ステップ９２において、トモシンセシス画
像スライスインデックスマップを構成するステップを含み、合成２Ｄ画像の画素場所は、
トモシンセシススタックの関連する画像スライス内の対応する画素場所にマッピングされ
る。特に、トモシンセシススタックインデックスマップは、ソース画像であるか、または
別様に合成２Ｄ画像内に表示される領域および／またはオブジェクトの最も類似する表現
を含有する、胸部ボリュームスタックから選択されるトモシンセシススライス画像の情報
を識別するステップを含む。トモシンセシススタックインデックスマップは、好ましくは
、医療専門家が、胸部画像データの自身による精査を実施できる状態になるときに先立っ
て生成される。一好ましい実施形態による、トモシンセシススタックインデックスマップ
を構成するための詳細は、図８と併せて以下に説明される。
【００６６】
　合成２Ｄ画像は、医療専門家（交換可能に、説明されるシステムの「ユーザ」とも称さ
れる）に、典型的には、図９－１１に説明されるような並列モニタを有するワークステー
ション上で表示される。ユーザがワークステーションを構成している方法に応じて、特定
の患者の胸部画像データの精査を開始すると、合成２Ｄ画像のみが、例えば、左側モニタ
上に提示されてもよく、右側モニタは、好ましくは、ユーザ選択可能構成に応じて、ブラ
ンクであるか、またはおそらく、トモシンセシススタックからの第１または中間画像スラ
イスを描写する。一実施形態では、本システムは、最初に、合成２Ｄ画像を左側モニタ上
に表示し、胸部ボリューム全体に対するトモシンセシス画像スタックからの、合成２Ｄ画
像に最も外観が類似しているか、または比較的最も着目すべきオブジェクトを有する、表
示されるトモシンセシススライスに基づいて、本システムによって判定された、トモシン
セシススライス画像のうちの「最も関連する」１つを右側モニタ上に表示し得る。
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【００６７】
　その後、医療専門家（ユーザ）は、本システムのナビゲーション能力を起動させるため
に、ユーザインターフェースを使用してもよい。特に、ステップ９４において、ユーザは
、表示される合成２Ｄ画像内の特定のオブジェクトまたは領域を選択するために、コマン
ドを肯定的に入力してもよい。代替として、本システムは、ユーザが、単に、「ポインタ
」、例えば、マウスまたは類似する入力デバイスを使用して制御され、表示される合成２
Ｄ画像内のオブジェクトまたは領域をオーバーレイし、それによって、アイテム内の着目
を「指示する」、移動可能な十字または矢印を位置付けるように構成されてもよい。受信
されたコマンドまたはインジケーションに応答して、インデックスマップを使用して、本
システムは、ユーザが選択／指示したオブジェクトまたは領域の直接的ソースであるか、
または別様に表示される２Ｄ画像内に描写されるような、オブジェクトまたは領域の最も
類似する表現を含有する、トモシンセシススライスを、ステップ９６において、容易に読
み出し、ステップ９８において、右側モニタ上に表示してもよい。加えて、および／また
は代替として、本システムは、個別のソース画像および／または表示される合成２Ｄ画像
内のユーザ移動可能入力デバイスの所与の場所に対応する、組織構造または領域の最も類
似する表現を、同時に表示するために構成されてもよい。
【００６８】
　合成２Ｄ画像が作成される、複数の２Ｄおよび／または３Ｄ画像は、トモシンセシス投
影画像と、トモシンセシス再構成スライスと、マンモグラフィー画像と、造影増強マンモ
グラフィー画像と、合成２Ｄ画像と、それらの組み合わせとを含んでもよい。合成２Ｄ画
像は、有利には、患者の胸部の取得およびコンピュータ生成された下層画像データセット
のそれぞれから、最も関連する情報を組み込むことが理解され得る。したがって、表示さ
れる合成２Ｄ画像内の画素の異なる領域は、どの下層画像が個別の領域内の着目オブジェ
クト、例えば、腫瘤または石灰化を閲覧するために最良であるかに応じて、下層画像デー
タセット内の対応する異なる画像をソースとしてもよい。特定の領域は、静的に、すなわ
ち、特定のグリッド内で、または動的に、すなわち、識別される着目オブジェクトに基づ
いて識別されてもよく、粒度において、１画素と同程度の小ささから、個別の画像内の全
ての画素に及んでもよい。一実施形態では、最初に、構成中の併合される画像中に、トモ
シンセシス画像データセット（または「スタック」）の画像内の１つまたはそれを上回る
特定の着目組織構造を含有する、それらの領域を取り込むステップに優先順位が与えられ
、その後、前述されるように、併合される画像の残りの領域に、別様に画像からの最も関
連する領域を投入する。
【００６９】
　ユーザインターフェースは、加えて、医療専門家が、提示されるトモシンセシスデータ
を操作することを可能にする、例えば、医療専門家が、トモシンセシススタックの隣接す
る画像スライスを通して走査する、または選択された領域中にさらにズーム（拡大）する
、マーカーを置く、または代替として、画像データにフィルタもしくは他の画像処理技法
を適用することを可能にするための、特徴を含んでもよい。本様式では、医療専門家は、
ナビゲーション目的のための合成２Ｄ画像を利用することによって、トモシンセシスデー
タの大きなスタックを迅速に精査し、それによって、乳癌スクリーニングおよび診断の性
能ならびに効率を向上させてもよい。開示される技術のさらなる側面によると、特定のタ
イプの画像は、異なるタイプの関連する情報を閲覧するために、優位のものを含み得るか
、または優位であり得ることが判定されている、または別様に理解されている。例えば、
石灰化は、典型的には、２Ｄマンモグラムにおいて最良に視覚化される一方、腫瘤は、典
型的には、３Ｄ再構成画像を使用して最良に視覚化される。
【００７０】
　したがって、開示される技術の一実施形態では、異なるフィルタが、併合された画像を
生成するために使用される画像データセット内の異なるタイプの下層２Ｄおよび／または
３Ｄ画像のそれぞれに適用され、フィルタは、個別の撮像モードにおいて最良に表示され
る、画像の特定の特徴を強調するように選択される。併合された画像を生成するステップ
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に先立って、画像を適切にフィルタ処理するステップは、最終的な併合された画像が、全
ての下層画像タイプから得られ得る、最も関連する情報を含むことを確実にすることに役
立つ。加えて、および／または代替として、種々の画像に対して実施されるフィルタ処理
のタイプは、ユーザ入力を介して定義されてもよく、これは、ユーザが、「併合モード」
を選択することを可能にし、例えば、強調する腫瘤、石灰化に向かって操向され、または
併合された画像を、３Ｄ再構成スライスまたは２Ｄマンモグラム等の特定の画像タイプと
して現すために選択する。
【００７１】
　２Ｄ画像を合成するステップは、種々の方法で遂行されてもよい。例えば、一実施形態
では、汎用画像フィルタ処理アルゴリズムが、それぞれ、個別の２Ｄおよび３Ｄ画像内の
特徴を識別するために使用され、ユーザは、併合された画像を生成するために、２Ｄフィ
ルタ処理されたデータまたは３Ｄフィルタ処理されたデータを使用するかどうかを選択し
てもよい。代替として、２Ｄまたは３Ｄフィルタ処理されたデータは、ユーザが選択した
特定の視覚化モードに従って、自動的に選択されてもよく、例えば、２Ｄフィルタ処理さ
れたデータは、石灰化視覚化モードのために、本システムによって自動的に選択されても
よい一方、３Ｄフィルタ処理されたデータは、腫瘤視覚化モードのために、本システムに
よって自動的に選択されてもよい。一実施形態では、各モードのためのものとして、２つ
の異なる併合された画像が、構成されてもよく、代替として、全ての利用可能な画像タイ
プからもたらされる、個別のフィルタ処理された画像データを考慮する、単一の併合され
た画像が、構成されてもよい。
【００７２】
　一実施形態では、特徴（潜在的着目オブジェクトを表す）は、利用可能なソース画像内
に識別され、その後、例えば、個別の画像毎に、画素または領域単位ベースで加重される
。２Ｄ画像が、次いで、利用可能なソース画像の個々の画像内で最も有意な加重を有する
、個別の領域を組み込むことによって、構成される。領域のサイズは、粒度において、個
別の画像の１画素から多くの（さらには全ての）画素に変動してもよく、静的に事前画定
されてもよい、またはソース画像の可変閾値に従って変動する、余白を有してもよい。合
成された（「併合された」とも把握される）画像は、トモシンセシス取得に続いて、ＤＩ
ＣＯＭオブジェクトとして事前処理および記憶され、その後、医療専門家による後続精査
のために、再構成データとともに転送されてもよい。そのような配列は、再構成スライス
毎に加重情報を転送する必要性を除去する。代替として、記憶されたＤＩＣＯＭオブジェ
クトは、加重情報を含み、併合された画像が、医療専門家のワークステーションにおける
合成２Ｄ画像に対する要求に応答して、動的に構成されることを可能にしてもよい。一実
施形態では、加重情報と合成２Ｄ画像との両方は、ＤＩＣＯＭオブジェクト内に提供され
、精査者の個人的ワークフローによるカスタマイズを、依然として可能にしながら、デフ
ォルトの併合された画像の表現を可能にしてもよい。明確に言うと、加重情報は、画像自
体とともに記憶されることができ、別個のファイルである必要はない。
【００７３】
　合成２Ｄ画像の視覚化は、いくつかの欠点を有し得ると理解される。例えば、併合され
た画像内に、鮮明な石灰化を呈する近傍領域が存在し得るが、これは、実際には、ｚ面に
おいて相互に遠隔にある画像スライスをソースとする。したがって、２Ｄ画像内で微小石
灰化のクラスタと思われ得るものは、実際には、胸部全体を通して（すなわち、ｚ軸に沿
って）分散される、個々の石灰化であり得、ひいては、実際には、さらなる精査を要求す
る微小石灰化クラスタを表さない。したがって、開示される技術のさらなる側面によると
、「クラスタ拡散インジケータ」が、合成２Ｄ画像に提供されてもよく、これは、ｚ面に
沿った石灰化の分散を視覚的に示し、医療専門家が、石灰化の群が石灰化クラスタを備え
るかどうかを迅速に評価することを可能にする。
【００７４】
　いくつかの事例では、本システムは、インデックスマップ情報に基づいて、１つを上回
るトモシンセシス画像スライスが、選択／指示されたオブジェクトタイプまたは領域、例
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えば、有棘腫瘤のために表示されるべきかどうかを判定してもよい。そのような事例では
、一連の２つまたはそれを上回るトモシンセシススライスが、好ましくは、ユーザが選択
するタイミング間隔において、順次表示される。本明細書に加えて説明されるように、ユ
ーザは、所与の合成２Ｄ画像内の１つを上回るオブジェクトまたは領域を選択または指示
してもよい。いったんユーザが表示されるトモシンセシススライス（単数または複数）の
自身による精査を完了すると、本プロセスは、特定の胸部画像データについて（ステップ
１００において）完了する。
【００７５】
　以前に指摘されたように、種々の画像処理技法が、このナビゲーション機能性を提供す
るために採用されてもよいが、好ましい実施形態では、本システムは、好ましくは、ソー
ス画像である、または別様に合成２Ｄ画像内に表示される領域および／またはオブジェク
トの最も類似する表現を含有する、複数の２Ｄおよび／または３Ｄ画像の選択された画像
の識別情報を備える、インデックスマップを生成するために構成され、本方法はさらに、
それを生成するステップを含む。インデックスマップは、その後、画像、例えば、胸部画
像ボリュームのトモシンセシスボリュームスタックを通してナビゲートするために必要と
される時間を大幅に減少するために、本システムによって使用されることができる。
【００７６】
　インデックスマップを生成するための一つ好ましいプロセス１０２の実装が、図８に示
される流れ図と併せて、本明細書に説明される。２つの並列プロセスが、最初に、採用さ
れる。一つのプロセスでは、合成２Ｄ画像１０４内に含有される画像データは、「一般的
」インデックスマップ１０８を構成するために、３Ｄボリューム１０６の選択されたトモ
シンセシス画像スライスにマッピングされる。特に、２Ｄ画像１０４内の画素場所は、ジ
グソーパズルのピースのように、画像類似性に完全に基づいて、個別の３Ｄ（トモシンセ
シス）画像１０６内の画素場所にマッピングされる。言い換えると、一般的インデックス
マップ１０８は、２Ｄ画像内のデータの外観と、個別の３Ｄ画像内のデータの外観との最
適整合に完全に基づき、２Ｄ領域内の対応するＸＹ領域に対して最も類似する外観の画素
領域を有する、３Ｄ画像のスライス識別およびＸＹ座標が、選択される。合成２Ｄ画像内
の個別のオブジェクトおよび特徴の潜在的重要性は、一般的インデックスマップ１０８を
構成するためには考慮されない。
【００７７】
　しかしながら、一般的インデックスマップ１０８の作成と並行して、オブジェクトタイ
プインデックスマップ１１４が、生成され、図８に１１０－１から１１０－ｎとして指定
される、合成２Ｄ画像内の個々のオブジェクトタイプは、最良に対応する３Ｄトモシンセ
シス画像スライスの選択に影響を及ぼすために、優先され、加重値を割り当てられる。特
に、図８に１１２－１から１１２－ｎとして指定される、個々のオブジェクトタイプイン
デックスマップは、合成２Ｄ画像内で識別されるオブジェクトタイプ、例えば、ブロッブ
密度、有棘腫瘤、微小石灰化等毎に生成される。個々のオブジェクトタイプインデックス
マップ１１２－１から１１２－ｎは、次いで、完全オブジェクトタイプインデックスマッ
プ１１４を構成するために、組み合わせられ、これは、次いで、合成インデックスマップ
１２０を提供するために、ステップ１１６において、一般的インデックスマップ１０８と
混成され、オブジェクト画像データは、一般的画像データに対して優先される。合成イン
デックスマップ１２０は、次いで、２Ｄ画像１０４上の選択または指示された場所に応答
して、３Ｄボリューム１０６の画像スライスをナビゲートするために、本システムによっ
て使用される。本様式では、重複するＸＹ座標を有する、すなわち、ボリューメトリック
胸部画像内の異なるｚ軸位置におけるそれらの場所に起因する、異なるオブジェクトタイ
プは、それにもかかわらず、別個のマッピングインデックスが提供されるため、選択的閲
覧のために別個にナビゲートされることができる（図１０および１１に関する以下の実施
例を参照されたい）。
【００７８】
　前述されるように、種々の実施形態では、オブジェクトまたは領域は、自動的に、合成
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２Ｄ画像内で強調されるか、および／または複数のものからの１つまたはそれを上回る画
像の少なくとも一部に表示されてもよい。加えて、および／または代替として、合成２Ｄ
画像内の、および／または複数のものからの１つまたはそれを上回る画像の少なくとも一
部に表示されるオブジェクトまたは領域は、ユーザインターフェースを通して検出される
、さらなる受信されたユーザコマンドまたはあるユーザアクティビティに応答して、強調
されてもよい。非限定的な例として、オブジェクトまたは領域は、強調されたオブジェク
トまたは領域の境界線を表す、輪郭ラインによって強調されてもよい。好ましくは、オブ
ジェクトまたは領域は、強調されたオブジェクトまたは領域が、組織構造の規定されたタ
イプである、またはそれを含有することを示す様式において強調される。
【００７９】
　例証として、図９は、患者の胸部の合成２Ｄ画像１３２を表示する、左側モニタ１２４
（「Ｃ－ビュー（Ｖｉｅｗ）」）を含む、例示的ワークステーション表示１２２を描写す
る。合成２Ｄ画像１３２は、強調された組織構造１３４を含み、強調表示は、組織構造の
境界線を表す、輪郭ラインの形態にある。前述されるように、この強調表示は、本システ
ムによって、自動的に、例えば、２Ｄ画像１３２が最初に表示される時点において、また
は特定のユーザコマンドもしくはインジケーションにのみ応答して、例えば、２Ｄ画像１
３２内のオブジェクト１３４にわたってポインタを重ねることによって行われていてもよ
い。ワークステーション表示１２２はまた、ソース画像であるか、または別様に合成画像
１３２内に見られるような強調された組織構造１３４の最も類似するビューを提供する、
個別のトモシンセシス画像１３６（モニタ１２６の右側下方に示されるように、トモシン
セシスボリュームスタックのスライスＮｏ．１８である）を表示する、右側モニタ１２６
も含む。特に、表示１２２と関連付けられるユーザインターフェースは、ユーザが、例え
ば、ポインタ、十字、円、または他の類似する幾何学的オブジェクトを表示することによ
って、合成２Ｄ画像１３２上の場所を選択または別様に指示し、次いで、モニタ１２６内
に表示されるポインタの下層の領域またはオブジェクトを描写する、対応するソースまた
は別様に最も類似するトモシンセシススライスを有するために、ユーザからの要求として
本システムによって認識されるであろう、あるコマンドタイプ（例えば、マウスクリック
）を入力することを可能にする。
【００８０】
　図１０は、ワークステーション表示１２２を描写し、異なる合成２Ｄ胸部画像１４２が
、左側Ｃ－ビューモニタ１２４内に表示される。合成２Ｄ画像１４２は、強調された組織
構造１４４を含み、強調表示は、オブジェクト１４４が有棘腫瘤であることを示すために
、この場合では円である、幾何学形状の形態にある。再び、この強調表示は、本システム
によって、自動的に、例えば、２Ｄ画像１４２が最初に表示される時点において、または
特定のユーザコマンドもしくはインジケーションにのみ応答して、例えば、２Ｄ画像１４
２内のオブジェクト１４４にわたってポインタを重ねることによって行われていてもよい
。右側モニタ１２６は、ソース画像である、または別様に合成画像１３２内に見られるよ
うな強調された組織構造１４４の最も類似するビューを提供する、個別のトモシンセシス
画像１４６（モニタ１２６の右側下方に示されるように、トモシンセシスボリュームスタ
ックのスライスＮｏ．３３である）を表示している。
【００８１】
　併合された２Ｄ画像内のオブジェクトまたは領域と、表示される（すなわち、ソースま
たは「最良の」）画像内の個別のオブジェクトまたは領域との間のマッピングが、必ずし
も１対１となり得ず、ある状況では、例えば、異なるトモシンセシス画像スライス上の複
数のライン構造が、合成２Ｄ画像内にライン横断構造を形成するためにともに組み合わさ
るとき、「１対多」となるであろう事例が存在するであろうことを理解されたい。例とし
て、図１１は、図１０に表示されるものと同じ合成２Ｄ胸部画像１４２を含むが、ここで
は、微小石灰化を含有する領域１５４を強調し、右側モニタは、強調された領域１５４が
２Ｄ画像１４２中に取り込まれたか、または別様に微小石灰化の最良のビューを提供する
、トモシンセシス画像スライス１５６（モニタ１２６の右側下方に示されるように、トモ
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シンセシスボリュームスタックのスライスＮｏ．２９である）を表示する、ユーザワーク
ステーション表示１２２を描写する。特に、有棘腫瘤構造１４４と、微小石灰化１５４の
領域とが、図１４において非常に近接近しているため、異なる一方が、特定のユーザコマ
ンド（例えば、ある組織タイプを強調するため）に応じて、またはユーザインターフェー
スのポインタの位置のわずかな調節によって、強調されてもよい。
【００８２】
　前述されるように、図９－１１に関して前述される本実施例は、合成２Ｄ画像が生成さ
れると同時に（またはその後に－システム実装に応じる）構成されるインデックスマップ
によって、容易に遂行される。代替として、左側モニタ１２４内に表示される２Ｄ画像上
の、任意の所与のそのようなユーザが選択／規定した点／場所に対して、いかなるインデ
ックスマップも利用可能ではない場合、本システムは、右側モニタ１２６上に表示するた
めのトモシンセシススタック内の最良に対応する画像（すなわち、Ｘ、Ｙ、およびＺ）を
自動的に計算するために、アルゴリズムを実行してもよい。「トモシンセシススライスイ
ンジケータ」が、随意に、左側モニタ１２４上に提供されてもよく、これは、どのトモシ
ンセシススライス番号（複数の番号）が、２Ｄ画像上のユーザカーソルの現在の場所に基
づいて、右側モニタ１２６上に表示されるであろうかを指示する。本特徴を用いて、精査
者に、依然として、２Ｄ画像内の特定のオブジェクトのトモシンセシスボリュームスタッ
クにおけるｚ軸場所の理解を提供しながら、精査者は、右側モニタ１２６上の常に変化す
る画像表示によって気を散らされる必要がない。
【００８３】
　開示される技術のさらなる側面によると、ユーザインターフェースの利用可能な特徴は
、併合された画像の点／場所に基づくだけでなく、構造／オブジェクト／領域にも基づく
類似する方式における機能に拡張されてもよい。例えば、併合された画像内の特定のオブ
ジェクトまたは領域（単数または複数）は、個別のオブジェクト内の可能性として考えら
れる着目、または個別の領域（単数または複数）内に位置するオブジェクトのシステム認
識に基づいて、表示されると自動的に強調されてもよい。一実施形態では、図８に示され
るように、この強調表示は、強調された組織構造の境界線を表す、輪郭ライン１０８の形
態にある。輪郭ラインは、同様に、表示される画像内の、例えば、いくつかの石灰化構造
を含有する着目領域を強調するために使用されてもよい。いくつかの実施形態では、本シ
ステムは、本システムに、選択または指示されたオブジェクトまたは領域の１つまたはそ
れを上回る下層ソース画像を同時に表示させるために、着目オブジェクトまたは領域を選
択または別様に指示する方法として、ユーザが、併合された画像上に輪郭ラインを「描く
」ことを可能にするように構成される。
【００８４】
　好ましい実施形態では、本システムは、種々のソース画像内の異なる胸部組織構造を識
別し、併合された画像内でそれらを、特に、微小石灰化クラスタ、円形または分葉状腫瘤
、有棘腫瘤、構造的歪み等の異常物体から成る、またはそれと関連付けられる組織構造だ
けでなく、線状組織、嚢胞、リンパ節、血管等の通常胸部組織から成る、またはそれと関
連付けられる良性組織構造も強調するために、公知の画像処理技法を採用する。
【００８５】
　その上さらに、第１のタイプの組織構造から成る、またはそれを含有するオブジェクト
または領域は、表示される併合された画像内で、第１の様式において強調されてもよく、
第２のタイプの組織構造から成る、またはそれを含有するオブジェクトまたは領域は、表
示される併合された画像内で、第１の様式とは異なる第２の様式において強調されてもよ
い。
【００８６】
　種々の実施形態では、ユーザは、ユーザインターフェースを通してコマンドを入力し、
あるタイプの組織構造を選択または別様に識別してもよく、受信されたコマンドに応答し
て、本システムは、（ｉ）表示される併合された画像内で、選択されたタイプの組織構造
を含むオブジェクト、および／または選択されたタイプの組織構造を含む１つまたはそれ
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を上回るオブジェクトを含有する領域を自動的に強調するステップと、（ｉｉ）胸部画像
データ内の選択されたタイプの組織構造、例えば、１つを上回るものがソース画像スタッ
ク内に検出される場合、比較に基づいて、選択された組織構造タイプのうちの最も顕著な
１つを伴う個別のソーススライス（または別様にそれを最良に描写するスライス）を、自
動的かつ同時に表示するステップとのうちの一方または両方を実施する。したがって、ユ
ーザが、併合された２Ｄ画像内の微小石灰化スポット／集塊の上（またはその非常に近く
）を「クリック」すると、本システムは、対応する３Ｄの微小石灰化を含む、ソース（ま
たは別様に最良の）トモシンセシス画像スライスを、自動的かつ同時に表示する。別の実
施例として、ユーザは、放射状ラインパターン（多くの場合、有棘腫瘤の兆候）を伴う外
観を有する、２Ｄの併合された画像内の領域を（ユーザインターフェースを通して）選択
することができ、本システムは、放射状ラインパターンを閲覧するために、ソース（また
は別様に最良の）３Ｄトモシンセシススライス、またはおそらく、一連の連続的トモシン
セシススライスまでを、同時に表示するであろう。
【００８７】
　種々の実施形態では、ユーザは、ユーザインターフェースを通してコマンドを入力し、
動的表示機能性を起動させてもよく、本システムは、表示される併合された画像内のユー
ザ移動可能入力デバイスの場所に（動的に）対応する、それらのオブジェクトおよび組織
構造を自動的に強調する。そのような実施形態では、本システムはさらに、再び、動的ベ
ースで、表示される併合された画像内のユーザ移動可能入力デバイスの所与の場所に対応
する、強調かつ選択された組織構造の個別のソース画像を、自動的かつ同時に表示するス
テップを含んでもよい。
【００８８】
　一実施形態では、本システムは、右側モニタ１２６上に、左側モニタ１２４上のユーザ
の実際のカーソルのものと同じ（ｘ，ｙ）場所に対応する場所において表示される、「シ
ャドー」カーソルを提供するように起動され、それによって、２Ｄ画像内でカーソルを移
動させると、トモシンセシス画像内のシャドーカーソルを同じＸＹ座標において移動させ
ることができる。逆もまた、実装されることができ、すなわち、右側モニタ１２６内でア
クティブユーザカーソルが、左側モニタ１２４内でシャドーカーソルが、動作可能である
。一実装では、この動的表示特徴は、本システムが、２ｄの併合された画像内のユーザの
着目点、例えば、マウスカーソルの場所を辿り、下にある最も「有意」な領域をリアルタ
イムで動的に表示／強調することを可能にする。例えば、ユーザは、血管上をマウスを（
任意のボタンをクリックすることなく）移動させることができ、本システムは、血管の輪
郭を直ちに強調し得る。
【００８９】
　本明細書に開示される技術は、単に、合成２Ｄ画像および関連付けられたインデックス
／誘導マップを生成するのではなく、本明細書に説明されるマッピング概念が、完全にマ
ッピングされた３Ｄボリュームを生成するために拡張され、マッピングされたボリューム
におけるボクセルのそれぞれが、特定のボクセルをソースとする、関連付けられたトモシ
ンセシススライスに関連付けられる情報を記憶し得るように、拡張され得ることを理解さ
れたい。例えば、一実施形態では、ボリュームは、胸部の実際のボリュームにかかわらず
、固定座標系上に投影されてもよい。本様式において固定座標系にボリュームを投影する
ステップは、画像データの処理、特に、異なる取得の際に得られたボクセルの相関の単純
化を促進する。例えば、胸部のＣＣ取得から得られた３Ｄボリュームにおけるボクセルと
、同じ胸部のＭＬＯ取得から得られたボリュームにおけるボクセルとの相関を促進する。
そのような配列では、１つまたはそれを上回る３Ｄマップが、例えば、ＣＣを介して取得
された３Ｄボリュームの１つのスライスにおけるボクセルから、例えば、ＭＬＯ閲覧を介
して取得された別のボリュームにおける１つまたはそれを上回る対応するボクセルをマッ
ピングするために、提供されてもよい。そのような配列は、胸部ボリューム内の類似する
着目特徴と関連する、異なる取得から得られたスライスの比較を促進し、本質的に、医療
専門家が、着目領域の多平面精査を得ることを可能にする。
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【００９０】
　合成されたマンモグラムを使用するトモシンセシスガイド生検
【００９１】
　本技術の実施形態によると、図１２に示されるように、マルチモードマンモグラフィー
／トモシンセシスシステムが、概して、以下のように使用されてもよい。生検の候補者と
して識別されている患者が、マルチモードＸ線撮像システムにおいて位置付けられる。ス
テップ１６１において、生検圧迫パドルが、圧迫プラットフォームに向かって下に移動し
、患者の胸部を圧迫し、病変を視覚化するプロセスが、ステップ１６２において開始され
る。Ｘ線撮像システムの能力に応じて、病変の視覚化は、本明細書に説明される実施形態
に従って、合成されたマンモグラムを利用して実施されることができる。そのような実施
形態は、一般的に、Ｔｒ画像のスタック（代替として、本明細書でトモスタックと称され
る）内に提示される第１の画像と異なり、生検されるべき病変を含む可能性が高い。さら
に、合成されたマンモグラムは、伝統的な定位生検中に医師が見る画像をより良好にエミ
ュレートする。合成されたマンモグラムは、随意に、トモスタックからデータを導出する
ため、本モードを使用するステップはまた、トモスタックを通してスクロールする時間を
節約し得る。付加的実施形態では、トモシンセシスモードは、病変が提示される、トモス
タック内の関連するスライスを識別しようとして、ユーザに依然として合成されたマンモ
グラムを提示しながら、スカウト取得のために使用されることができる。代替として、病
変の視覚化は、随意に、スカウト画像、マンモグラム、取得された定位画像、取得された
トモシンセシス投影画像、トモシンセシス再構成画像、またはそれらの任意の組み合わせ
を使用してもよい。付加的または代替実施形態では、トモシンセシス能力を有するＸ線撮
像システムが、「定位モード」を含むように適合されてもよく、これは、選択されると、
Ｘ線撮像システムに、典型的な＋／－１５度の定位画像を自動的に読み出させ、定位ボリ
ュームを導出するために、適切な画像処理を定位画像に対して実施する。そのような実施
形態の１つの利点は、投影画像取得中により少ない放射線を使用するトモシンセシスシス
テムにおいて、患者の被曝が減少され得ることである。
【００９２】
　病変の視覚化が合成されたマンモグラムを利用する実施形態では、いったん病変が視覚
化されると、ステップ１６３において、病変は、合成されたマンモグラム、および／また
はユーザが合成されたマンモグラムから指向される、トモスタック内のスライスのいずれ
かを使用して、標的にされる。病変を標的にするステップは、画像データを使用して病変
の座標を識別するステップと、随意に、当業者に公知の転換技法を使用して、画像の座標
系（例えば、デカルト座標系）から生検アセンブリの座標系に座標を転換するステップと
を伴ってもよい。本技術の一側面によると、異なる画像、または画像の組み合わせは、病
変を標的にするために使用されるのではなく、病変を視覚化するために使用されてもよい
。ある実施形態では、図１９に関して以下に説明されるもの等、合成画像が、病変を視覚
化する、または標的にするために利用されることができる。別の実施例では、スカウト画
像が、最初に、患者が定位置につくことを確実にするために使用され、定位画像のペアが
、病変を視覚化するために使用されると仮定する。病変がスカウト画像内で見出されるが
、両方の立体画像内で見出されない場合、スカウト画像は、標的場所情報を導出するため
に、病変が位置する定位画像と組み合わせて使用されてもよい。したがって、上記のよう
に、Ｘ線撮像システムの能力に応じて、病変標的座標は、スカウト画像、マンモグラム、
合成されたマンモグラム、取得された定位画像、取得されたトモシンセシス投影画像、ト
モシンセシス再構成画像、またはそれらの任意の組み合わせを使用して導出されてもよい
。
【００９３】
　ステップ１６４において、いったん標的座標が導出されると、ユーザは、生検針を移動
させるために要求される制御ボタンを押すことによって、生検手技を開始することができ
る。図１３は、制御装置の例示的ディスプレイおよびボタンを図示する。制御装置は、針
のサイズ、プラットフォームおよびパドルへの距離、針の座標、標的座標、標的への近接
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、および他の関連する情報に関する情報等、生検と関連付けられる情報を表示するための
ディスプレイ１７２を含む。制御パネルもまた、針が胸部プラットフォーム、胸壁、また
は皮膚ラインに近づき過ぎると警告するインジケータ等、他の有用な情報をユーザに提供
してもよい。前述のように、警告インジケータは、色分けされてもよい、または望ましく
ない状態の他の視覚もしくは可聴インジケータを提供してもよい。
【００９４】
　一実施形態では、制御装置はまた、偶発的起動を妨げながら、生検アセンブリの片手で
の起動を可能にするように位置付けられ、配列されるボタン（ボタン１７０を含む）も含
む。一実施形態では、制御ボタンのペアが、提供され、片方は、制御パネルの前面上に、
もう片方は、制御パネルの背面上に提供される。生検アセンブリ移動は、両方のボタンの
同時押下を介してのみ、起動されてもよい。オペレータの意図を確認するための他の機構
が、本技術の範囲に影響を及ぼすことなく、本明細書に代用されてもよい。
【００９５】
　ここで図１２に再び目を向けると、ステップ１６５において、いったん針が標的座標に
前進されると、針が実際に病変において位置付けられていることを検証するために、画像
が、取得されてもよい。生検針が、米国特許出願公開第２０１１／００８７１３２号に説
明されるもの等のＸ線撮像システムの視野外である場合、そのような画像が、干渉なく得
られ得る。ステップ１６６において、針が標的にあると検証される場合、組織は、切除さ
れてもよく、生検が、完了する。流れ図に明示的に示されないが、ステップ１６５および
１６６は、病変全体の切除を検証するために繰り返されてもよい。
【００９６】
　生検アセンブリと使用するための取得ワークステーションに追加され得る、ユーザイン
ターフェース特徴の実施例が、図１４に示される。ユーザインターフェースは、ユーザが
、生検中に収集された情報の表示および出力を制御することを可能にする、メニューおよ
び／または制御ボタンもしくはアイコンを含む。標的ツール１８０は、ユーザが、標的情
報を精査、修正、および削除することを可能にする。画像ソースセレクタ１８２（定位、
トモシンセシス、スカウト、マンモグラフィー等を含む）は、ユーザが、視覚化または標
的化のためにどの画像を使用するべきかを選択することを可能にする。画像閲覧セレクタ
１８４は、ユーザが、生検中に取得され得た画像のいずれかを迅速に引き出し、閲覧する
ことを可能にする。画像のいずれかが、画像ウィンドウ１８６内に引き出されてもよい。
生検デバイスのタイプ、標的と圧迫プレート／プラットフォームとの間の相対距離等、生
検に関連付けられる他の情報もまた、取得ワークステーション上に含まれてもよい。ボタ
ンおよびアイコンの特定の配列が図１４の代表的図内に示されているが、本技術は、その
ような情報の任意の特定の表現に限定されず、プルダウンメニュー、ハイパーリンク、ア
イコン、ボタン、およびウィンドウの他の形態が、本明細書に均等物として見なされるこ
とに留意されたい。
【００９７】
　図１５に示されるように、ユーザに提示される第１の画像が合成されたマンモグラムで
ある、付加的実施形態では、ユーザインターフェースは、随意に、合成されたマンモグラ
ム上にオーバーレイされる生検ウィンドウ２００を含んでもよい。そのようなインターフ
ェースは、患者が正しく位置付けられているかどうかを判定する際に、ユーザを補助し、
これは、生検手技のための時間を節約することに役立ち得る。生検ウィンドウは、随意に
、ユーザによって、オフとオンとにトグルされることができる。生検ウィンドウは、加え
て、または代替として、いかなるカルシウムまたは腫瘤もウィンドウ内に提示されない場
合、ユーザへのインジケーションを含むことができる。そのようなインジケーションは、
限定ではないが、聴覚または視覚インジケーションの形態であり得る。一非限定的実施形
態では、そのようなインジケーションがユーザに提供されるべきかどうかの判定は、少な
くとも部分的に、合成されたマンモグラム上の生検ウィンドウが、ＩＭＥＲＧＥマップの
特徴のうちの１つを含むかどうかに基づく。
【００９８】
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　さらに、本明細書に説明される実施形態によると、合成されたマンモグラムをユーザに
提示するステップはまた、病変または特徴（例えば、異常、石灰化、腫瘤等）が見出され
る、トモスタック内のスライスにナビゲートするステップも促進する。実施例として、ユ
ーザが合成されたマンモグラムの一部を選択すると、ユーザは、合成されたマンモグラム
内の病変または特徴を最良に提示する、トモスタック内のスライスに指向されることがで
きる。代替として、ユーザインターフェースは、ユーザが、病変または特徴を提示するト
モスタック内のスライスの直上または直下のスライスに指向され得るように、構成される
ことができ、これは、ユーザが、病変または特徴の可変ビューとともに提示されるべきト
モスタックを通してスクロールし得るため、有用であり得る。付加的実施形態では、視覚
標的またはインジケーションが、ユーザに提示される合成されたマンモグラム上の病変ま
たは特徴のユーザ選択に応答して、トモスタック内の着目スライス上に自動的に置かれる
ことができる。したがって、ユーザは、生検のための標的を補正するために、必要に応じ
て、例えば、ＸもしくはＹ方向に軽く押す、またはＺ方向にゆっくりと動かすことによっ
て、関連するスライス上の病変または特徴に指向されることができる。付加的または代替
実施形態では、関連するスライス上に置かれる標的はまた、合成されたマンモグラム内の
石灰化または腫瘤増強のＣＡＤの使用を通して、自動的に置かれるか、または選択される
ことができる。これは、生検ワークフローにおいて、そのように選択された標的または配
置が、生検標的として見なされ得ることに役立ち得、これは、生検ウィンドウと組み合わ
せて使用されると、適切な患者の位置付けを確実にすることができる。そのような標的ま
たは配置は、トモスタック内のスライス（単数または複数）にジャンプする、またはそれ
を通してスクロールすることによって、独立して検証されることができる。
【００９９】
　造影（ｃｏｎｔｒａｓｔ）撮像、二重エネルギー撮像、および／または高エネルギー撮
像を使用する画像ガイド生検
【０１００】
　本技術の実施形態による画像ガイド生検は、２Ｄまたは３Ｄ画像のいずれにおいても、
造影撮像、二重エネルギー撮像、および／または高エネルギー撮像のうちの１つまたはそ
れを上回るモードの使用を含んでもよい。１つは低Ｘ線エネルギー、もう１つは高Ｘ線エ
ネルギーにおける、二重エネルギー撮像では、複数のＸ線画像が、取得される。用量、強
度、波長、および／または当業者に公知のＸ線エネルギーの他の側面等、Ｘ線エネルギー
の種々の側面が、変動されてもよい。二重エネルギー画像は、画像ペアの線形組み合わせ
であってもよい。ある実施形態では、二重エネルギー画像は、高エネルギー画像と低エネ
ルギー画像との間の差異であり得る。造影撮像に関して、造影剤が、高エネルギー画像内
でのみ視覚化されることができ、これは、随意に、二重エネルギー画像においても起こり
、同じ機能を果たすことができる。したがって、造影画像の言及は、造影剤が視覚化され
得る、二重エネルギー画像または高エネルギー画像のいずれかを指し得る。造影画像は、
２Ｄまたは３Ｄ、さらには合成２Ｄ画像のいずれかであり得、例えば、造影合成２Ｄ画像
は、造影３Ｄ画像および／または二重エネルギー３Ｄ画像から導出される。そのような撮
像システムの非限定的な例が、少なくとも米国特許出願公開第２０１２／０２３８８７０
号において説明される。本明細書に説明される実施例による胸部撮像システムが、組み合
わせられた２Ｄおよび／または３Ｄ胸部Ｘ線撮像の能力を、造影画像取得プロセスからの
利益と組み合わせる。生検能力（定位またはトモシンセシスガイド）もまた、本システム
中に統合されてもよく、病変局所化ソフトウェア（例えば、本明細書に説明されるもの等
）が、２Ｄ画像（例えば、Ｍｐ）、合成２Ｄ画像、３Ｄ投影画像、３Ｄ再構成データを含
む群から選択される、任意の画像を利用する。加えて、利用される画像は、造影（ｃｏｎ
ｔｒａｓｔ）、二重エネルギー、および／または背景減算画像取得プロセスを利用して得
られた、２Ｄ（合成２Ｄを含む）、３Ｄ投影、および３Ｄ再構成データのうちのいずれか
を含む群から選択されてもよい。そのような配列を用いて、以下の画像プロトコルがサポ
ートされる。すなわち、２Ｄまたは３Ｄモードにおける、単一高さ、または低エネルギー
画像取得技法を使用する、造影撮像（背景減算）；２Ｄまたは３Ｄモードにおける、二重
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エネルギー造影撮像；トモシンセシス走査中に、異なる角度において、高および低エネル
ギー露光が生じ、高および低エネルギーは、二重エネルギーボリュームを形成するために
、別個に再構成され、組み合わせられることができる、３Ｄモードにおける二重エネルギ
ー造影撮像；二重エネルギー２Ｄおよび二重エネルギー３Ｄ画像を取得する、コンボシス
テムにおける二重エネルギー撮像；２Ｄ画像データセットは、単一エネルギーを使用して
取得され、３Ｄ画像データセットは、二重エネルギー撮像を使用して取得される、インコ
ンボ撮像モード；２Ｄ画像データセットは、二重エネルギー撮像を使用して取得され、３
Ｄ画像データセットは、単一エネルギー画像を使用して取得される、インコンボ撮像モー
ド；トモ走査内の合計Ｎ個のビューの間で、胸部が走査全体を通して、圧迫状態のままで
あり、少なくとも異なる投影画像のサブセット（または異なる投影画像の全て）が、異な
る用途のより高い柔軟性のための異なる用量、ｋＶｐ、ｍＡ、およびフィルタを分配され
る、トモシンセシス撮像モード；低エネルギー走査および高エネルギー走査が、一連の取
得された投影画像内で交代する、トモシンセシスモード；低エネルギーおよび高エネルギ
ー走査が、ユーザ選択可能パターンにおける不均等な比率において、投影画像に対して実
施される、トモシンセシスモード；造影剤、および／または二重エネルギー、高エネルギ
ー、もしくは背景減算撮像のいずれかを使用する、生検（例えば、定位またはトモシンセ
シス；および／または造影剤、高エネルギー、および／または二重エネルギー、もしくは
背景減算撮像を使用して得られる、トモシンセシス走査画像を使用する、直立生検である
。図１６は、２Ｄ撮像マンモグラフィーモードおよび３Ｄ撮像トモシンセシスモードの一
方または両方において動作する、コンボシステムの動作の異なるモードにおける撮像の範
囲を図示する。これらの２Ｄおよび３Ｄモードのそれぞれでは、本システムは、胸部内で
造影剤を用いて、またはそれを用いずに、胸部を撮像することができる。２Ｄおよび３Ｄ
モードの一方または両方では、胸部内で造影剤を用いて、またはそれを用いずに、本シス
テムは、二重エネルギー撮像または背景減算撮像を実行することができる。図１６に見ら
れるように、これらの能力は、単一エネルギー（ＳＥ）および造影増強（ＣＥ）を使用す
る２Ｄ、ＳＥを使用する２Ｄ、ＣＥを使用する３Ｄ、ＤＥを使用する３Ｄ等、多くの異な
るモードの組み合わせを可能にする。図１７は、２Ｄ専用システム、すなわち、３Ｄトモ
シンセシス能力を含まないシステムを使用するときの撮像の範囲を図示する。図８の実施
例では、本システムは、単一エネルギーまたは二重エネルギーモードにおいて使用される
ことができ、それぞれの場合では、胸部内で造影剤を用いるか、またはそれを用いない。
図１８は、単一エネルギーまたは二重エネルギー撮像を使用して、３Ｄ撮像モードにおい
て動作し得る、３Ｄ専用システムの動作を図示し、それぞれの場合では、胸部内で造影剤
を用いるか、またはそれを用いない。
【０１０１】
　Ｘ線造影剤生検を実施する方法は、以下を含むことができる。患者は、Ｘ線造影剤の注
入を受ける。例として、患者は、着座し、造影剤の注入ＩＶを与えられる。典型的には、
１～３分の待機が生じ、これは、造影剤が胸部組織内に蓄積する時間を与える。造影剤を
使用する生検手技は、周知の最新技術である、非造影生検手技と類似し得る。胸部は、圧
迫され、１つまたはそれを上回るスカウト画像が、病変が生検パドルの開口部内の中心に
適切に置かれることを確実にするために、取得される。非造影手技と異なり、これらのス
カウト画像は、造影剤を視覚化する、二重エネルギー減算画像または高エネルギー画像の
いずれかであり得る。取得される画像は、２Ｄまたは３Ｄ画像のいずれかであり得る。随
意の実施形態では、表示される画像は、２Ｄ（合成２Ｄを含む）および／または３Ｄ画像
であり得る。次いで、標的にするステップが、開始される。これは、（典型的には、±１
５°において取得される）二重エネルギーまたは高エネルギー２Ｄ画像の立体ペアを用い
て行われることができる、または利用可能である場合、二重エネルギー３Ｄスカウト画像
を使用して、標的にすることができる。
【０１０２】
　造影生検手技およびシステムの特有の側面のいくつかは、造影剤が胸部内に存在し、可
視となる短い時間に関連する。造影剤の可視性は、時間とともに変化し、可視性は、生検
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の時間の長さにわたって減少し得る。したがって、ユーザインターフェースおよび／また
は標的特徴が、提供され、造影剤画像内の病変を識別し、それを、非造影剤低エネルギー
、通常３Ｄ画像（ＴｐまたはＴｒ）、２Ｄ画像、および／または合成されたマンモグラム
内の可視である参照物体に相関させることができる。これは、造影剤内の病変の可視性が
消失した後に生じるべき、発光後検証撮像を促進するであろう。これはまた、造影剤が、
第１の病変の生検の初期部分中でのみ可視となり得るとき、複数の部位の生検も可能にす
るであろう。
【０１０３】
　造影画像内で識別される病変と、通常低エネルギー画像内で見られる構造との相関を補
助するために、以下のシステム特徴のうちの少なくとも１つまたはそれを上回るものが、
利用されることができる。本表示は、スカウトまたは立体画像ペア内の低エネルギーおよ
び造影画像を、交互に示すようにトグルされてもよい。ユーザによって識別される座標十
字線が、造影画像内に保存され、低エネルギー画像上に表示されてもよい。十字線は、立
体造影画像上にユーザによって識別される十字線場所または病変を使用して、標準トモス
カウト画像およびスライス上に自動的に位置してもよい。代替として、またはそれに加え
て、十字線は、標準低エネルギーまたは造影スカウト画像のいずれかである、トモスカウ
ト画像上に識別される十字線または病変から、立体ペア（低エネルギーまたは造影立体ペ
アのいずれか）の上に自動的に置かれてもよい。造影画像と低エネルギー画像との両方は
、２つの画像のための異なるカラーマップを使用して、単一ディスプレイ上にオーバーレ
イされる、および／または同時に表示されてもよい。
【０１０４】
　本明細書に説明されるシステムによる、生検の非限定的な例は、以下の任意の１つまた
はそれを上回るもの、すなわち、立体生検および造影立体生検を実施することが可能であ
るシステムと、トモ生検および造影トモ生検を実施することが可能であるシステムと、立
体およびトモならびに造影立体および造影トモ生検を実施することが可能であるシステム
と、それらのユーザインターフェースの一部として、コンラストと低エネルギー画像との
間の表示をトグルする方法を有する、生検システムと、それらのユーザインターフェース
の一部として、低エネルギーと造影画像とを同時に重ね合わせ、表示する方法を有する、
生検システムと、手技中に経過した時間に起因して、造影剤が画像上でもはや可視ではな
いとき、生検手技および検証を生じさせるため、造影画像内で十字線場所をマーキングし
、それらを低エネルギー画像上に表示することを可能にする、システムと、Ｘ線造影ガイ
ド撮像を使用して、生検を実施する手技と、２つまたはそれを上回るＸ線フィルタを利用
する、例えば、１つのフィルタは低エネルギー画像のために使用され、別のフィルタは高
エネルギー画像のために使用され、高エネルギーフィルタは、好ましくは、銅を含有する
、腹臥生検システム、および／または画像のいくつかは、低ｋＶで撮影され、その他は、
ヨウ素のｋエッジを上回る高ｋＶにおいて撮影される、Ｘ線造影生検システムおよび手技
とを含む。
【０１０５】
　上記の説明を念頭において、図１９は、患者の胸部上で、生検等の手技を実施する一方
法３００を描写する。本明細書の開示に準拠する他の方法も、想定される。動作３０２で
は、胸部は、撮像システムのパドルを用いて、典型的には、パドルと関連付けられるプラ
ットフォームとの間で圧迫される。造影撮像が実施されるべき場合、造影剤が、動作３０
４において、胸部の圧迫の前後に患者体内に注入されてもよい。注入と撮像との間の時間
の量は、特定の造影剤、患者の詳細、技術者の経験等に応じて要求または所望され得る。
初期撮像手技が、次いで、動作３０６において実施される。撮像動作は、同じ、実質的に
同じ、または異なり得る、事前判定された放射線量における、複数回の胸部の撮像を含む
ことができる。実際には、造影撮像が実施される場合、第１の放射線量は、造影剤が第１
の撮像手技からもたらされる画像内で容易に可視となるように、後続の放射線量を上回っ
てもよい。二重エネルギー撮像もまた、２つの異なる放射線量を利用してもよい。各撮像
手技は、以下に説明されるように記憶または処理され得る、離散画像を生成してもよい。
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【０１０６】
　合成画像（例えば、複数の画像の組み合わせであり、１つのそのような組み合わせは、
第２の画像からの第１の画像への代用）が、動作３０８において、生成されることができ
る。各撮像手技からもたらされる種々の画像のいずれか、または合成画像が、さらなる分
析または学習のために、動作３１０において、ユーザに表示されることができる。複数の
画像における差異が、表示される画像上で識別され得る、着目領域を示し得る。動作３１
２において、胸部内の着目領域の空間的位置が、画像内の参照物体と相関されてもよいか
、または着目領域の座標が、記憶されてもよい。着目領域を識別し、その座標（または表
示される画像内で可視である参照物体に対する場所）を記憶することによって、着目領域
は、生検等のさらなる手技のために、標的にされてもよい。加えて、インジケータが、動
作３１４において、胸部内の着目領域をマーキングするように、位置してもよい。このイ
ンジケータは、本システムのユーザ（例えば、スクリーンにタッチするオペレータ）のア
クションによって位置してもよい、または本システムは、それが目を引くように、着目領
域を自動的にマーキングしてもよい。いったん着目領域が標的にされると、生検針が、動
作３１６において、位置付けられてもよい。位置付けるステップは、本システム上に記憶
される種々のタイプの情報に基づいて、手動で、または自動的に実施されてもよい。いっ
たん要求または所望に応じて位置付けられると、生検が、動作３１８において、実施され
てもよい。その後、着目領域が適切に標的にされたことを確認するために、胸部は、動作
３２０において、再び撮像されてもよい。
【０１０７】
　本明細書に議論される方法および装置の実施形態は、以下の説明に記載されるか、また
は付随の図面に図示される、構築の詳細および構成要素の配列への適用に限定されないこ
とを理解されたい。本方法および装置は、他の実施形態における実装が可能であり、種々
の方法で実践または実行されることが可能である。具体的実装の例が、例証のみを目的と
して本明細書に提供され、限定することは意図されない。特に、任意の１つまたはそれを
上回る例と関係して議論される作用、要素、および特徴は、任意の他の実施形態における
類似する役割から除外されることを意図されない。
【０１０８】
　また、本明細書に使用される語句および用語は、説明を目的としており、限定として見
なされるべきではない。本明細書に単数として言及される、本システムおよび方法の実施
形態または要素または作用への任意の言及はまた、複数のこれらの要素を含む実施形態を
包含してもよく、本明細書の任意の実施形態または要素もしくは作用への複数としての任
意の参照はまた、単一要素のみを含む実施形態を包含してもよい。「含む」、「備える」
、「有する」、「含有する」、「伴う」、およびその変形例の本明細書における使用は、
付加的なアイテムだけではなく、その後に列挙されるアイテムおよびその均等物を包含す
ることを意味する。「または」の言及は、「または」を使用して説明される任意の用語が
、説明される用語の１つ、１つを上回るもの、および全てのうちのいずれかを示し得るよ
うに、包括として解釈されてもよい。
【０１０９】
　別様に規定されない限り、本明細書の発明を実施するための形態および特許請求の範囲
における全ての部分、比率、および割合は、重量比であり、全ての数値的制限は、当技術
分野によってもたらされる通常の正確度を用いて使用される。
【０１１０】
　本明細書に開示される寸法および値は、引用されるそのままの数値に厳密に限定される
ものとして理解されるべきではない。代わりに、別様に規定されない限り、各そのような
寸法は、引用される値と、その値を取り囲む機能的に同等の範囲との両方を意味すると意
図される。例えば、「４０ｍｍ」として開示される寸法は、「約４０ｍｍ」を意味すると
意図される。
【０１１１】
　本明細書全体を通して与えられる全ての最大数値的制限は、より低い数値的制限が本明
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されたい。本明細書全体を通して与えられる全ての最小数値的制限は、より高い数値的制
限が本明細書に明示的に記載される場合、全てのそのようなより高い数値的制限を含む。
本明細書全体を通して与えられる全ての数値的範囲は、より狭い数値的範囲が本明細書に
明示的に記載される場合、そのようなより広い数値的範囲内に該当する、全てのそのよう
なより狭い数値的範囲を含む。
【０１１２】
　本明細書に引用される全ての文書は、関連する部分において、参照することによって本
明細書に組み込まれ、任意の文書の引用は、本技術に関する従来技術の必要条件として解
釈されるべきではない。用語または本明細書における任意の意味もしくは定義が、参照に
よって組み込まれる文書における任意の意味または定義と対立する限りにおいて、本明細
書において用語に割り当てられる意味または定義が、適用されるものとする。
【０１１３】
　例示的実施形態が説明されたが、前述され、付随の図に描写される実施例は、例証にす
ぎず、他の実施形態および実施例もまた、添付の請求項の範囲内に包含されることを理解
されたい。例えば、付随の図に提供される流れ図は、例示的ステップの例証であるが、全
体的画像併合プロセスは、当技術分野において公知の他のデータ併合方法を使用して、種
々の様式において達成されてもよい。システムブロック図も同様に、機能的描出を図示す
る代表にすぎず、開示される技術の限定要件として見なされるべきではない。したがって
、前述の具体的実施形態は、例証であって、多くの変形例が、添付の請求項の範囲から逸
脱することなく、これらの実施形態に導入されることができる。

【図３】 【図５Ａ】
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